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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技球が打ち込まれる遊技領域を有する遊技盤と、
　可動片を有し、該可動片が動作したときにのみ内部領域への遊技球の進入が可能となる
機械抽選装置と、
　前記遊技領域に設けられる可動部材と、
　前記遊技領域に打ち込まれた遊技球に対して常に開放された通過口を有するゲート手段
と、
　前記ゲート手段を遊技球が通過したとき、前記可動部材の動作契機となるゲート当たり
についての抽選処理を行うゲート抽選手段と、
　前記遊技領域に打ち込まれた遊技球に対して常に開放された受入口を有する第１の始動
口と、
　前記遊技領域に打ち込まれた遊技球を、前記ゲート当たりに応じた前記可動部材の動作
があったときにのみ受け入れ可能な第２の始動口と、
　前記第１の始動口及び前記第２の始動口のいずれかに遊技球が入球されたとき、前記可
動片の動作契機となる始動当たりについての抽選処理を行う始動抽選手段と、
　前記始動抽選手段により前記始動当たりが当選されたとき、前記機械抽選装置の内部領
域への遊技球の進入が可能となるように前記可動片の駆動制御を行う駆動制御手段と、
　前記機械抽選装置の内部領域にて、該内部領域に進入した遊技球を一般領域と特定領域
とのいずれかに振り分ける抽選機構と、



(2) JP 5077654 B2 2012.11.21

10

20

30

40

50

　前記抽選機構により前記特定領域に遊技球が振り分けられたとき、遊技者に特典を付与
する特典付与手段と、を備え、
　前記抽選機構は、
　前記可動片の動作によって前記機械抽選装置の内部領域に進入した遊技球のうち、前記
可動片の駆動制御があったときから所定時間が経過した以降に当該内部領域に進入した遊
技球を前記特定領域に振り分けるものであり、
　前記駆動制御手段は、
　前記可動片による動作によって前記機械抽選装置の内部領域への遊技球の進入が可能と
される開放時間として、前記所定時間未満となる短開放時間、および、前記所定時間以上
となる長開放時間のいずれかを設定可能とする時間設定手段を有するにもかかわらず、
　前記第１の始動口及び前記第２の始動口のうちの前記第２の始動口に遊技球が入球され
たことに応じて前記始動当たりが当選されたときに限っては、前記可動片による動作によ
って前記機械抽選装置の内部領域への遊技球の進入が可能とされる開放時間として、前記
所定時間以上となる長開放時間が必ず設定される条件のもとで前記可動片の駆動制御を行
うようにした
　ことを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　前記特典の付与は、遊技者に対して遊技球が払い出されうる大当たり遊技の実行である
　請求項１に記載の遊技機。
【請求項３】
　遊技者が操作可能な操作ハンドルが設けられてなり、該操作ハンドルの操作に応じて前
記遊技領域に遊技球が打ち込まれる
　請求項１または２に記載の遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、始動口への入賞を契機として補助遊技を行い、この補助遊技の結果に応じ
て遊技者に特典が付与される遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、この種の遊技機としては、例えば特許文献１に記載されている遊技機が知られて
いる。
【０００３】
　すなわち、この特許文献１に記載の遊技機にあって、その遊技領域には、始動口、及び
該始動口に遊技球が受け入れられることに基づいて予め定められた時間だけ開閉動作する
一対の羽根部材、及びこの羽根部材による開閉動作を通じて開放される大入賞口装置など
が設けられている。また、上記大入賞口装置の内部領域には、該内部領域に進入した遊技
球が特定領域に受け入れられるか否かについての抽選処理を機械的な構造をもって行う特
別駆動役物などが設けられている。
【０００４】
　このような遊技機では、遊技者はまず、上記始動口に遊技球が受け入れられるように操
作ハンドルを操作する。そしてこの結果、上記始動口に遊技球が受け入れられると、羽根
部材による動作によって上記大入賞口装置の内部領域が予め定められた時間だけ開放され
る補助遊技が行われるようになる。そこで、遊技者は、上記始動口に遊技球が受け入れら
れた後は、上記大入賞口装置内に遊技球が入球するように操作ハンドル（図示略）を操作
する。そしてこの結果、上記大入賞口装置の内部領域に遊技球が入球すると、該入球した
遊技球が特定領域に受け入れられるか否かについての抽選処理が上記特別駆動役物によっ
て行われる。なお、この特許文献１に記載の特別駆動役物は、上記特定領域へと通じる流
下経路を定常的に変位（回転動作）させる回転体からなる。すなわち、こうした回転動作
を通じて上記特定領域に遊技球が受け入れられるか否かについての抽選処理が行われ、そ
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の結果、上記大入賞口装置の内部領域に進入した遊技球が上記特定領域に受け入れられる
と、この補助遊技に続く一連の遊技として多くの賞球が遊技者に払い出される特別遊技が
行われるようになる（特典の付与）。
【０００５】
【特許文献１】特開２００４－２０２１１０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、このような補助遊技を採用する遊技機では通常、所定数の遊技球が遊技領域
に打ち込まれたときに上記特別遊技が付与される確率や、該特別遊技の際に遊技者に払い
出される賞球の総数等が予め設定される。こうした各種の値の設定を通じて、遊技機の性
能の指標となる出玉率を適正に設定するようにしている。
【０００７】
　したがって、特別遊技の際に遊技者に多量の遊技球が払い出されるように上記出玉率を
設定した場合には、上記特別遊技が付与される確率を低く設定せざるを得ず、これによっ
て上記補助遊技（内部領域の開放）が行われたときの特典付与への期待度が低くなってし
まっていた。これに対し、上記補助遊技（内部領域の開放）が行われたときの特典付与へ
の期待度を単純に高くしてしまうと、特別遊技の際に遊技者に多量の遊技球が払い出され
るように上記出玉率を設定することができなくなってしまう。
【０００８】
　この発明は、こうした実情に鑑みてなされたものであり、出玉率を好適に維持しつつ、
補助遊技が行われたときの特典付与への期待度の向上を図ることのできる遊技機を提供す
ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　こうした目的を達成するため、請求項１に記載の発明では、遊技球が打ち込まれる遊技
領域を有する遊技盤と、可動片を有し、該可動片が動作したときにのみ内部領域への遊技
球の進入が可能となる機械抽選装置と、前記遊技領域に設けられる可動部材と、前記遊技
領域に打ち込まれた遊技球に対して常に開放された通過口を有するゲート手段と、前記ゲ
ート手段を遊技球が通過したとき、前記可動部材の動作契機となるゲート当たりについて
の抽選処理を行うゲート抽選手段と、前記遊技領域に打ち込まれた遊技球に対して常に開
放された受入口を有する第１の始動口と、前記遊技領域に打ち込まれた遊技球を、前記ゲ
ート当たりに応じた前記可動部材の動作があったときにのみ受け入れ可能な第２の始動口
と、前記第１の始動口及び前記第２の始動口のいずれかに遊技球が入球されたとき、前記
可動片の動作契機となる始動当たりについての抽選処理を行う始動抽選手段と、前記始動
抽選手段により前記始動当たりが当選されたとき、前記機械抽選装置の内部領域への遊技
球の進入が可能となるように前記可動片の駆動制御を行う駆動制御手段と、前記機械抽選
装置の内部領域にて、該内部領域に進入した遊技球を一般領域と特定領域とのいずれかに
振り分ける振分装置と、前記振分装置により前記特定領域に遊技球が振り分けられたとき
、遊技者に特典を付与する特典付与手段と、を備え、前記振分装置は、前記機械抽選装置
の内部領域に進入した遊技球のうち、該内部領域に特定のタイミングにて進入した遊技球
を前記特定領域に振り分けるものであり、前記駆動制御手段は、前記第１の始動口及び前
記第２の始動口のうちの前記第２の始動口に遊技球が入球されたことに応じて前記始動当
たりが当選されたときに限っては、前記可動片が動作するときの動作期間内に前記特定の
タイミングが必ず含まれるように前記可動片の駆動制御を行うようにしたことを要旨とす
る。
【００１０】
　このような構成では、上記振分装置を、機械抽選装置の内部領域に進入した遊技球のう
ち、該内部領域に特定のタイミングにて進入した遊技球を上記特定領域に振り分けるもの
とした上で、上記駆動制御手段が、第１の始動口及び第２の始動口のうちの上記第２の始
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動口に遊技球が入球されたことに応じて上記始動当たりが当選されたときに限っては、上
記可動片が動作するときの動作期間内に上記特定のタイミングが必ず含まれるように上記
可動片の駆動制御を行うようにした。すなわちこの場合、上記特定領域に遊技球が入球さ
れ得ないようなかたちで補助遊技（内部領域の開放）が行われることがなくなり、これに
よって補助遊技（内部領域の開放）が行われたときの特典付与への期待度を高くすること
ができるようになる。
【００１１】
　また、上記構成では、上記第２の始動口に遊技球が入球されたことに応じて上記始動当
たりが当選されたときは、遊技者は、上記特定のタイミングを狙って上記機械抽選装置の
内部領域に遊技球を進入させるだけで遊技者に有利な特典が付与されるようになる。すな
わち、遊技球を狙い撃ちすることによって上記特定領域に遊技球が入球され易くするなど
といった、補助遊技を採用する遊技機として内在される独自の遊技性を利用した遊技を提
供することができるようになる。
【００１２】
　しかも、上記構成では、上記第２の始動口については、ゲート当たりに応じた上記可動
部材の動作があったときにのみ受け入れ可能な構造を採用することで、その始動率（遊技
球の入球率）を低く設定するようにしている。すなわち、上記機械抽選装置の内部領域へ
の遊技球の進入が可能となるように上記可動片の駆動制御が実行される回数を、上記第２
の始動口でなく、上記可動部材の動作にかかわらず常に受け入れ可能な第１の始動口によ
って稼ぐようにしている。すなわち、第１の始動口に遊技球が入球されたときは、可動片
が動作するときの動作期間内に上記特定のタイミングが必ずしも含まれないように上記可
動片の駆動制御が行われることから、上記第２の始動口に遊技球が入球されたときよりも
低い確率で上記特定領域に遊技球が受け入れられる抽選処理（振分装置による振り分け）
が行われることとなる。したがって、第２の始動口に遊技球が入球したことに応じて上記
始動当たりが当選されたときの期待度を上述の如く高く設定しつつも、特典付与の際には
遊技者に多量の賞球を払い出されるように上記出玉率を設定することができるようになる
。また併せて、上記機械抽選装置の内部領域への遊技球の進入が可能となるための上記可
動片の駆動制御頻度（振分装置による振り分けの頻度）も上記第１の始動口によって好適
に維持することができるようになり、ひいては遊技の興趣の低下が抑制されるようになる
。
【発明の効果】
【００１３】
　この発明によれば、出玉率を好適に維持しつつ、補助遊技が行われたときの特典付与へ
の期待度の向上を図ることのできる遊技機を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下、本発明の一実施形態であるパチンコ遊技機（以下、単に「パチンコ機」という）
を、図面に基づいて詳細に説明する。
【００１５】
［パチンコ機の全体構成について］
　図１に基づき説明する。図１はパチンコ機の外枠の一側に本体枠が開かれその本体枠の
一側に前面枠が開かれた状態を示す斜視図である。なお、図１においては遊技領域におけ
る装飾部材が省略された図を示している。
【００１６】
　パチンコ機１は、外枠２、本体枠３、前面枠４、及び遊技盤５等を備えて構成されてい
る。外枠２は、上下左右の木製の枠材によって縦長四角形の枠状に形成され、同外枠２の
前側下部には、本体枠３の下面を受ける下受板６を有している。外枠２の前面の片側には
、ヒンジ機構７によって本体枠３が前方に開閉可能に装着されている。なお、外枠２は、
樹脂やアルミニウム等の軽金属によって形成されていてもよい。
【００１７】
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［本体枠の構成について］
　図２及び図４に基づき説明する。図２はパチンコ機の前側全体を示す正面図であり、図
４はパチンコ機の本体枠と遊技盤とを分離して斜め右上前方から示す斜視図である。
【００１８】
　本体枠３は、前枠体１１、遊技盤装着枠１２及び機構装着体１３を合成樹脂材によって
一体成形することで構成されている。本体枠３の前枠体１１は、外枠２（図１参照）の前
側の下受板６を除く外郭形状に対応する大きさの矩形枠状に形成されている。そして、前
枠体１１の片側の上下部には、本体枠側ヒンジ具１５が固定されており、外枠２の片側の
上下部に固定された外枠側ヒンジ具１４に対してヒンジピン及びヒンジ孔によって開閉回
動可能に装着されている。すなわち、外枠側ヒンジ具１４、本体枠側ヒンジ具１５、ヒン
ジピン及びヒンジ孔によってヒンジ機構７が構成されている。
【００１９】
　前枠体１１の前側において、遊技盤装着枠１２よりも下方に位置する前枠体１１の前下
部左側領域にはスピーカボックス部１６が一体に形成され、そのスピーカボックス部１６
の前側開口部には、同開口部を塞ぐようにしてスピーカ装着板１７が装着されている。そ
して、スピーカ装着板１７にはスピーカ１８が装着されている。また、前枠体１１前面の
下部領域内において、その上半部分には発射レール１９が傾斜状に装着されている。また
、前枠体１１前面の下部領域内の下半部分には下部前面板３０が装着されている。そして
、下部前面板３０の前面の略中央部には、遊技球を貯留可能な下皿３１が設けられ、右側
寄りには操作ハンドル３２が設けられ、左側寄りには灰皿３３が設けられている。なお、
下皿３１には、遊技球を下方に排出するための球排出レバー３４が配設されている。
【００２０】
［前面枠の構成について］
　図１及び図２に基づき説明する。前枠体１１の前面の片側には、その前枠体１１の上端
から下部前面板３０の上縁にわたる部分を覆うようにして、前面枠４がヒンジ機構３６に
よって前方に開閉可能に装着されている。また、前面枠４の略中央部には、遊技盤５の遊
技領域３７を前方から透視可能な略円形の開口窓３８が形成されている。また、前面枠４
の後側には開口窓３８よりも大きな矩形枠状をなす窓枠３９が設けられ、その窓枠３９に
はガラス板、透明樹脂板等の透明板５０が装着されている。また、前面枠４の前面の略全
体は、ランプ等が内設された前面装飾部材によって装飾され、同前面枠４の前面の下部に
は上皿５１が形成されている。詳しくは、開口窓３８の周囲において、左右両側部にサイ
ド装飾装置５２が、下部に上皿５１が、上部に音響電飾装置５３が装着されている。サイ
ド装飾装置５２は、ランプ基板が内部に配置され且つ合成樹脂材によって形成されたサイ
ド装飾体５４を主体として構成されている。サイド装飾体５４には、横方向に長いスリッ
ト状の開口孔が上下方向に複数配列されており、該開口孔には、ランプ基板に配置された
光源に対応するレンズ５５が組み込まれている。音響電飾装置５３は、透明カバー体５６
、スピーカ５７、スピーカカバー５８、及びリフレクタ体（図示しない）等を備え、これ
らの構成部材が相互に組み付けられてユニット化されている。
【００２１】
［施錠装置の構成について］
　図１及び図４に基づき説明する。前枠体１１のヒンジ機構３６に対して反対側となる自
由端側の後側には、外枠２に対し本体枠３を施錠する機能と、本体枠３に対し前面枠４を
施錠する機能とを兼ね備えた施錠装置７０が装着されている。すなわち、この実施形態に
おいて、施錠装置７０は、外枠２に設けられた閉止具７１に係脱可能に係合して本体枠３
を閉じ状態に施錠する上下複数の本体枠施錠フック７２と、前面枠４の自由端側の後側に
設けられた閉止具７３に係脱可能に係合して前面枠４を閉じ状態に施錠する上下複数の扉
施錠フック７４と、パチンコ機１の前方から鍵が挿入されて解錠操作可能に、前枠体１１
及び下部前面板３０を貫通して露出されたシリンダー錠７５と、を備えている。そして、
シリンダー錠７５の鍵穴に鍵が挿入されて一方向に回動操作されることで本体枠施錠フッ
ク７２と外枠２の閉止具７１との係合が外れて本体枠３が解錠され、これとは逆方向に回
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動操作されることで、扉施錠フック７４と前面枠４の閉止具７３との係合が外れて前面枠
４が解錠されるようになっている。
【００２２】
［遊技盤装着枠及び遊技盤の構成について］
　図１、図３、図４、及び図５に基づき説明する。図３は遊技領域の構成を示す拡大正面
図であり、図５はパチンコ機の後側全体を示す背面図である。
【００２３】
　図１及び図４に示すように、本体枠３の遊技盤装着枠１２は、前枠体１１の後側に設け
られかつ遊技盤５が前方から着脱交換可能に装着されるようになっている。遊技盤５は、
遊技盤装着枠１２の前方から嵌込まれる大きさの略四角板状に遊技板５ａから構成されて
いる。遊技盤５（遊技板５ａ）の盤面（前面）には、外レール７６と内レール７７とを備
えた案内レール７８が設けられ、その案内レール７８の内側に遊技領域３７が区画形成さ
れている。なお、発射レール１９と案内レール７８との間には、所定の隙間が設けられて
おり、発射された遊技球が案内レール７８を逆戻りした場合には、その遊技球は、その隙
間から排出され下皿３１に案内されるように構成されている。また、遊技盤５（遊技板５
ａ）の前面には、その案内レール７８の外側領域において、合成樹脂製の前構成部材７９
が装着されている。また、遊技盤５（遊技板５ａ）の略中央部には、後述するセンター役
物９１が取付けられて、遊技板５ａの後方に位置する演出表示装置１１５を視認可能とす
る開口部１２４を形成するための開口部（図示外）が形成されている。
【００２４】
　図３に示すように、遊技領域３７内には多数の障害釘が所定のゲージ配列をなして設け
られているほか、その途中の所定位置に風車（規制手段）９２が設けられている。遊技領
域３７のほぼ中央位置には、センター役物９１が配設されており、このセンター役物９１
のデザインによってパチンコ機１の機種やゲームコンセプト等が特徴付けられている。
【００２５】
　また、センター役物９１の後方には、抽選結果を演出表示する演出表示装置１１５が設
けられている。演出表示装置１１５は、装飾図柄画像情報、背景画像情報、キャラクタ画
像情報等を合成した画像情報を表示可能な適宜の表示装置が用いられる。本実施の形態で
は、演出表示装置１１５として液晶表示装置が用いられている。
【００２６】
　一方、遊技領域３７におけるセンター役物９１の下方には、普通図柄始動口（ゲート手
段）９６が配置されており、この普通図柄始動口９６に遊技球が入球すると、普通抽選を
行うとともに、普通図柄を変動表示させるようになっている。また、センター役物９１の
右側には、普通抽選で当たりとなった場合に開閉動作する普通電動役物（可動部材）８１
を有し、該普通電動役物８１による開放動作があったときにのみ遊技球の入賞が可能にな
る第２の特別図柄始動口（第２の始動口）８２が配設されている。そして、この第２の特
別図柄始動口８２に遊技球が入賞すると、大当たり抽選が行われるとともに、第２の特別
図柄の変動が行われる。
【００２７】
　また、上記普通図柄始動口９６の左側には、上記普通電動役物８１による開放動作にか
かわらず常に遊技球を受け入れ可能な第１の特別図柄始動口（第１の始動口）９３が配設
されている。そして後述するが、この第１の特別図柄始動口９３に遊技球が入賞した場合
は、大当たり抽選が行われるとともに、第１の特別図柄の変動が行われる。
【００２８】
　また、上記普通図柄始動口９６の右側であり、上記第２の特別図柄始動口８２の下側に
はアタッカ装置９８が配設されている。このアタッカ装置９８は、開閉部材９９の下端部
分を軸として開閉部材９９を前後方向に開閉動作させることにより下部側大入賞口８３を
開閉させる。さらに、遊技領域３７の最も下方となる位置には、遊技領域３７を流下した
遊技球が排出される球アウト口９０が設けられている。
【００２９】
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　また、センター役物９１の斜め左下には、普通抽選による結果を示唆する普通図柄表示
器として機能する三つのＬＥＤ８４と、普通抽選の保留状態を示す普通保留球ランプとし
て機能する四つのＬＥＤ８５と、第１の特別図柄始動口９３への遊技球の入球に応じた特
別抽選の保留状態を示す特別保留球ランプとして機能する一つのＬＥＤ８７とが設けられ
ている。このうち、上記普通保留球ランプは、普通抽選において保留回数分（最大４回）
だけＬＥＤ８５が点灯するようになっており、上記特別保留球ランプは、第１の特別図柄
始動口９３への遊技球の入球に応じた特別抽選において保留回数分（最大１回）だけＬＥ
Ｄ８７が点灯するようになっている。なお、この実施の形態では、第２の特別図柄始動口
８２への遊技球の入球に応じた特別抽選に対する保留機能は搭載されていない。
【００３０】
　また、センター役物９１の左上部には、第１の特別図柄始動口９３への始動入賞を契機
とした大当たり抽選における抽選結果を表示する第１の特別図柄表示器として機能する四
つのＬＥＤ８６と、第２の特別図柄始動口８２への始動入賞を契機とした大当たり抽選に
おける抽選結果を表示する第２の特別図柄表示器として機能する四つのＬＥＤ８８と、が
設けられている。このうち、上記第１の特別図柄表示器では、第１の特別図柄始動口９３
への始動入賞を契機として四つのＬＥＤ８６をいろいろなパターンで点滅させることによ
り、第１の特別図柄の変動状態を表示する。そして、一定の変動時間が終了すると、四つ
のＬＥＤ８６の点灯・消灯表示パターンによって、確定した特別図柄を停止状態で表示す
ることで、抽選結果情報がＬＥＤ８６の点灯・消灯によって報知される。これに対し、上
記第２の特別図柄表示器では、例えば第２の特別図柄始動口８２への始動入賞を契機とし
て四つのＬＥＤ８８をいろいろなパターンで点滅させることにより、第２の特別図柄の変
動状態を表示する。そして、一定の変動時間が終了すると、四つのＬＥＤ８８の点灯・消
灯表示パターンによって、確定した特別図柄を停止状態で表示することで、抽選結果情報
がＬＥＤ８６の点灯・消灯によって報知される。なお、ＬＥＤ８６、８８の点灯・消灯に
よる特別図柄の変動表示及び停止表示の制御は、遊技盤５の後側に設けられた制御装置を
通じて行われる。
【００３１】
　また、センター役物９１の右上部には、上記特別抽選において当たりとなった場合に可
動片１４２が動作することによって遊技球が進入可能となる機械抽選装置が設けられてい
る。この機械抽選装置は、上記可動片１４２が動作したときにのみ開放される大入賞口１
４１を有し、その内部領域には、上記大入賞口１４１に入賞した遊技球を特定領域（図示
略）と一般領域（図示略）とのいずれかに振り分ける回転式振分装置（定動作装置）２９
４と、上記大入賞口１４１に入賞した遊技球を上記回転式振分装置２９４へと案内する内
部流下経路３４０とが設けられている。
【００３２】
　ここで、上記回転式振分装置２９４は、図１１にその拡大図を示すように、円板状の形
状からなり、上記特定領域へと通じる通路３４３と、上記一般領域へと通じる通路３４４
と、を外周の切欠部として有している。そして後述するが、それら２つの通路３４３、３
４４を予め定められた回転動作スケジュールに基づいて例えば時計回りにて回転により変
位させることで、上記大入賞口１４１に入賞した遊技球を上記内部流下経路３４０を通じ
て特定領域と一般領域とのいずれかに振り分けるようにしている。そしてこの結果、上記
特定領域に遊技球が振り分けられたときは、適宜のセンサ（図示略）によって遊技球が検
出されて、遊技者に有利な特典としての特別遊技状態（大当たり遊技状態）が発生する。
一方、上記一般領域に遊技球が振り分けられたときは、遊技者に有利な特典としての特別
遊技状態（大当たり遊技状態）は発生しない。なお、この実施の形態にかかる回転式振分
装置２９４は、モータの駆動制御を通じて回転する構造となっている。この駆動制御にか
かる態様については後述する。
【００３３】
　また、上記可動片１４２は、図１２（ａ）及び（ｂ）にその動作態様を示すように、上
蓋１４３及び中枠１４５によって摺動可能に挟持されて後述の駆動制御手段（図示略）に
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よって前後方向に摺動することで、当該機械抽選装置の内部領域への遊技球の進入を可能
ならしめる構造となっている。
【００３４】
　より具体的には、可動片１４２は、図１３にその内部構造を示すように、ソレノイド１
６１のプランジャー１６２の運動によってリンクアーム１６３をリンク軸１６４を回転軸
として回動させる構造となっている。リンクアーム１６３はリンク機構によって可動片１
４２を前後に摺動させる。このように、プランジャー１６２の往復運動が可動片１４２の
往復運動に変換され、突出状態（閉鎖状態）から引込状態（開放状態）に変位させること
が可能になっている。なお、プランジャー１６２は通電していない状態で下に下がってお
り、リンクアーム１６３を介して可動片１４２を突出状態に保っている。上記ソレノイド
１６１は、中枠１４５と、受止部１４４とによって上下方向に挟持されており、リンク軸
１６４は受止部１４４に嵌設される。ソレノイド１６１の後方側にはソレノイド支持部１
４８が接合される。また、大入賞口１４１に入賞した遊技球が内部流下経路３４０を流下
する途中には遊技球検出手段１４７が設けられており、この遊技球検出手段１４７により
大入賞口１４１に遊技球が入賞したことが検出される。
【００３５】
　また、センター役物９１の下部には、図３及び図１４に示されるように、上面で遊技球
を転動させることができるステージ２０が設けられている。このステージ２０は、遊技領
域３７に開口しているワープ流入口６３とワープ通路（図示略）を介して連通されており
、該ワープ通路を介して供給される遊技球を特定出口２４と普通出口２５とのいずれかに
振り分ける部分である。
【００３６】
　すなわち、このステージ２０は、全体が透光性を有するプラスティックで一体的に成形
されており、遊技者側には仕切板４０が立設されている。また、その中央部には、外周壁
４１で囲われた複合転動振分装置２１が形成されており、その外縁部にはステージ左余地
４２及び右キャノピー４３が形成されている。ステージ２０の左奥方に複合転動振分装置
２１の外縁部に接続する進入路４５（図１６参照）が形成されている。進入路４５の上流
側端部はワープ出口４４に接続しており、このワープ出口４４が、上記ワープ通路（図示
略）を介して上記ワープ流入口６３と連通されている。
【００３７】
　ここで、上記複合転動振分装置２１は、中央部に１個の特定出口２４と２個の普通出口
２５とを有している。そしてこのうち、上記特定出口２４は、当該特定出口２４に振り分
けられた遊技球を、上記ステージ２０の前下方に形成された流出部６２のうちの上記普通
図柄始動口９６に対して直上となる位置に流出させる部分であり、これによって上記普通
図柄始動口９６を通過する確率を極めて高くするようにしている。これに対し、上記普通
出口２５は、当該普通出口２５に振り分けられた遊技球を、上記ステージ２０の前下方に
形成された流出部６２のうちの上記普通図柄始動口９６に対して直上とならない位置に流
出させる部分であり、上記特定出口２４に対するハズレ出口とも言えるものである。
【００３８】
　また、遊技盤５の後側には、図５及び図１０に示すように、演出表示装置１１５にかか
る表示制御を行う制御装置や、普通電動役物８１や可動片１４２等の動作にかかる駆動制
御を行う制御装置（駆動制御手段）や、普通抽選や特別抽選などの遊技進行にかかる処理
を行う制御装置や、遊技球の払い出しにかかる制御を行う制御装置、等々が収納される制
御基板ボックス１１７、１３０、１３２、１９８が装着されている。なお、遊技球の払い
出しにかかる制御を行う制御装置とは、遊技球を払い出すべき数量を示すデータなどが記
憶されているＲＡＭを備え、上記下部側大入賞口８３に遊技球が入球したときなどに該Ｒ
ＡＭに記憶されているデータに基づいて上記払出モータ１７２を作動制御するものである
。
【００３９】
　また、この実施の形態にかかる特別遊技状態とは、上記アタッカ装置９８（開閉部材９
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９）による開閉動作を通じて上記下部側大入賞口８３への遊技球の入球が可能となる状態
であり、この下部側大入賞口８３への遊技球の入球が適宜のセンサにより検出されること
で、遊技者に多量の遊技球が払い出されることとなる。より具体的には、特別遊技とは、
最大３０秒間にわたってアタッカ装置９８を一定パターンで開閉させるラウンド動作を１
５ラウンドまで繰り返すものであり、このようなラウンド動作の繰り返しは「大当たり遊
技」と称されている。遊技者は、大当たり遊技の間に遊技球を下部側大入賞口８３に入賞
させることで、多くの賞球を獲得することができる。なお、各ラウンド動作は３０秒間が
経過するか、１０個の入賞球がカウントされるかのいずれかの条件を満たすと終了する。
また大当たり遊技は、ラウンド動作が１５回終わると終了となる。
【００４０】
［遊技領域および画像表示領域の位置、大きさ、範囲について］
　図１～図４に基づき説明する。本実施形態のパチンコ機１では、前面枠４が本体枠３に
対して装着されると、前面枠４は正面視で本体枠３の少なくとも３分の２以上を占める。
そして、前面枠４の略中央に形成された透明板５０を介して、当該透明板５０と略同一の
円形かつ大きさを有する遊技領域３７が視認可能となる。なお、遊技盤５が有する正方形
状の遊技板５ａに対して略内接円をなすように外レール７６を配置することで、正方形状
の遊技板５ａに対して最大限に広い円形状の遊技領域３７を確保しており、ここでは遊技
領域３７は遊技板５ａの少なくとも４分の３以上の面積を有している。
【００４１】
　また、遊技盤５の後方に設けられて正面視で遊技領域３７の略中央部に位置する演出表
示装置１１５は、横長長方形状の画像表示領域を有しており、この画像表示領域は遊技盤
５に形成された開口部１２４を介して視認可能となっている。この演出表示装置１１５は
各種画像や図柄を用いた演出を行うために、より広い画像表示領域を有する大型液晶ディ
スプレイとして実装されている。具体的には、演出表示装置１１５の画像表示領域の横幅
は、遊技盤５の横幅に対してほぼ３分の２の大きさを有し、演出表示装置１１５の画像表
示領域の縦幅は、遊技盤５の縦幅に対してほぼ２分の１の大きさを有する。そして、演出
表示装置１１５の画像表示領域は、遊技領域３７の少なくとも３分の１以上の面積を有し
ていることから、演出表示装置１１５の画像表示領域は遊技領域３７において大きな割合
を占める演出領域である。
【００４２】
　また、上記回転式振分装置２９４は、演出表示装置１１５の画像表示領域の一の角部（
ここでは、右上の角部）と、当該角部を形成する長辺の一部と、当該角部を形成する短辺
の一部と、を含む領域を隠蔽するように、演出表示装置１１５と一部が重なるように配置
されている。そして、この回転式振分装置２９４では、上記画像表示領域と重複する部分
において後述する遊技球を用いた役物動作が実行される構造となっている。このように回
転式振分装置２９４は、その一部は演出表示装置１１５と重ねて配置されつつ、その一部
は遊技領域３７の外側に配置されるため、当該回転式振分装置２９４が大型の役物であっ
ても遊技盤５に適切に取り付けることができる。さらに、回転式振分装置２９４による遊
技球を用いた役物動作が実行される部分は遊技領域３７の内部に配置されるため、回転式
振分装置２９４による役物動作の視認性を確保して本来の役割を実行させることができる
。
【００４３】
［本体枠の機構装着体、球タンク及びタンクレールの構成について］
　図８及び図９に基づき説明する。図８はパチンコ機の本体枠に各種部材が組み付けられ
た状態を斜め右上後方から示す斜視図であり、図９は本体枠単体を斜め右上後方から示す
斜視図である。
【００４４】
　本体枠３の機構装着体１３には、タンク装着部１３３、レール装着部１３４、及び払出
装置装着部１３５等がそれぞれ形成され、タンク装着部１３３には球タンク１３６が装着
されている。球タンク１３６は、透明な合成樹脂材よりなり、島設備から供給される多数
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の遊技球が貯留可能な上方に開口する箱形状に形成されている。そして、球タンク１３６
の遊技球の貯留状態が球タンク１３６の後側壁を透して視認可能となっている。また、球
タンク１３６の底板部１３７の後側隅部には遊技球を放出する放出口１３８が形成される
とともに、底板部１３７は放出口１３８に向けて下傾する傾斜面に形成されている。
【００４５】
　本体枠３の機構装着体１３には、そのタンク装着部１３３に下方に接近してレール装着
部１３４が一体に形成され、そのレール装着部１３４にレール構成部材１３９が装着され
ることでタンクレール１５０が構成されるようになっている。すなわち、この実施形態に
おいて、レール装着部１３４は、本体枠３の上部横方向部分が所定深さ凹まされた状態で
形成されており、その凹部の奥側壁をタンクレール１５０の前壁部１５１とし、その凹部
の下縁部に沿って一端（図９に向かって左端）から他端（図９に向かって右端）に向けて
下傾する傾斜状のレール棚１５５が形成されている。そして、レール棚１５５の横方向に
延びる上向き面をレール受け部１５８としている。
【００４６】
　レール装着部１３４に装着されてタンクレール１５０を構成するレール構成部材１３９
は、レール装着部１３４の前壁部１５１との間にレール通路を構成する後壁部１５２と、
傾斜状をなす下板部と、その下板部の上面の前後方向中央部に沿って突設されレール通路
を前後複数列（この実施形態では前後２列）に区画する仕切り壁（いずれも図示しない）
とを一体に備えて形成されている。このレール構成部材１３９は、レール装着部１３４に
対し適宜の取付手段によって装着され、これによって、前後複数列のレール通路を備えた
タンクレール１５０が構成されている。そして、球タンク１３６の放出口１３８から放出
（自重によって落下）された遊技球がタンクレール１５０の前後複数列のレール通路の一
端部においてそれぞれ受けられた後、遊技球が自重によってレール通路に沿って転動する
ことでレール通路の他端部に向けて流れるようになっている。また、この実施形態におい
て、レール構成部材１３９は、透明な合成樹脂材より形成され、これによって、レール通
路内の遊技球の流れ状態が、レール構成部材１３９の後壁部１５２を透して視認可能とな
っている。
【００４７】
　タンクレール１５０（レール装着部１３４）の前壁部１５１は、遊技盤５の後側に突出
する装備品（例えばセンター役物９１）における後部の上端部との干渉を避けるため第１
空間部を隔てた状態で設けられている。また、この実施形態において、本体枠３の後端部
となるレール棚１５５の後端と、タンクレール１５０の後壁部は、球タンク１３６の後側
壁と略同一面をなしている。言い換えると、球タンク１３６の後壁部に対しタンクレール
１５０の後壁部が略同一面となる位置までタンクレール１５０が遊技盤５の後面より後方
に離隔して配置されている。これによって、遊技盤５の後側とタンクレール１５０の前壁
部１５１との間にセンター役物９１の後部との干渉を避けるための第１空間部が設けられ
るようになっている。
【００４８】
　また、タンクレール１５０の上方には、レール通路を流れる遊技球を上下に重なること
なく整列させる整流体１５６がその上部において軸１５７を中心として揺動可能に装着さ
れている。この整流体１５６には、その中央部から下部において錘が設けられている。
【００４９】
［払出装置装着部及び球払出装置の構成について］
　図８及び図９に基づき説明する。本体枠３の機構装着体１３の片側寄りの上下方向には
、次に述べる球払出装置（球払出ユニット）１７０に対応する縦長の払出装置装着部１３
５が形成されている。払出装置装着部１３５は、後方に開口部をもつ凹状に形成されてい
る。また、払出装置装着部１３５の段差状をなす奥壁部（図示しない）の所定位置には、
球払出装置１７０の払出モータ１７２（図４参照）が突出可能な開口部１７３が形成され
ている。
【００５０】
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　払出装置装着部１３５の凹部に球払出装置１７０が装着された状態において、遊技盤５
との間には、第１空間部と前後方向に略同一レベルとなる第２空間部が設けられている。
これによって、レール通路と球通路とが前後方向に略同一レベルで配置されている。また
、本体枠３の後端、すなわち払出装置装着部１３５の周壁部後端、レール棚１５５の後端
、球タンク１３６、タンクレール１５０及び球払出装置１７０のそれぞれの後面は略同一
面をなしている。
【００５１】
　球払出装置１７０は、払出装置装着部１３５の凹部と略同じ大きさの縦長のボックス形
状をなし、払い出しに関する各種部品が装着されることでユニット化されている。なお、
球払出装置１７０は、払出装置装着部１３５の凹部の後方開口部から嵌込まれて適宜の取
付手段（例えば、弾性クリップ、係止爪、ビス等の取付手段）によって装着されるように
なっている。
【００５２】
　また、図示しないが、球払出装置１７０は、タンクレール１５０におけるレール通路の
出口にそれぞれ連通する流入口を有する球通路が前後複数列（例えば前後２列）に区画さ
れて形成されている。また、その内部に形成された前後複数列の球通路の下流部が二股状
に分岐されて前後複数列の賞球及び貸球用球通路と球抜き用球通路とがそれぞれ形成され
ている。そして賞球及び貸球用球通路と球抜き用球通路との分岐部には、遊技球をいずれ
かの通路に振り分けて払い出すための回転体よりなる払出部材（図示しない）が正逆回転
可能に配設されている。
【００５３】
［本体枠の後側下部の装備について］
　図４及び図５に基づき説明する。本体枠３の前枠体１１の後側において、遊技盤装着枠
１２よりも下方に位置する前枠体１１の後下部領域の片側（図５に向かって左側）には、
発射レール１９の下傾端部の発射位置に送られた遊技球を発射するための発射ハンマー（
図示しない）、その発射ハンマーを作動する発射モータ１９２等が取付基板１９３に組み
付けられてユニット化された発射装置１９４が装着されている。また、前枠体１１の後下
部領域の略中央部には、電源基板１９５を収容する電源基板ボックス１９６が装着されて
いる。
【００５４】
［後カバー体の構成について］
　図５及び図６に基づき説明する。図６はパチンコ機の後側全体を右上後方から示す斜視
図である。
【００５５】
　遊技盤５後面に配置された上述の制御基板ボックス１３２の後端部は機構装着体１３の
中央部に開口された窓開口部に向けて突出している。そして、機構装着体１３の窓開口部
の一側壁を構成する側壁部と他側壁を構成する払出装置装着部１３５の片側壁との間には
、不透明な合成樹脂材によって略方形の箱形状に形成された後カバー体２１０がカバーヒ
ンジ機構２１１によって開閉並びに着脱可能に装着されている。
【００５６】
　後カバー体２１０は、略四角形状の後壁部２１２と、その後壁部２１２の外周縁から前
方に向けて突出された周壁部２１３とから一体に構成されている。後カバー体２１０の周
壁部２１３のうち、一側の壁部２１３ａには、機構装着体１３の側壁部の上下及び中間の
計３箇所に形成されたヒンジ体２１４のヒンジ孔の上方からそれぞれ着脱可能に嵌込まれ
るヒンジピン２１５を下向きに有するヒンジ体２１６が一体に形成されている。また、後
カバー体２１０の周壁部２１３のうち、他側の壁部２１３ｂには、払出装置装着部１３５
の片側壁に形成された係止孔に弾性的に係合可能な係止爪を有する弾性閉止体２１７が一
体に形成されている。
【００５７】
　すなわち、後カバー体２１０は、その上下及び中間のヒンジ体２１６の各ヒンジピン２
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１５が機構装着体１３の側壁部のヒンジ体２１４のヒンジ孔の上方からそれぞれ嵌込まれ
る。この状態で、ヒンジピン２１５を中心として後カバー体２１０が機構装着体１３の他
側に向けて回動されながら、その弾性閉止体２１７を払出装置装着部１３５の片側壁の係
止孔に差し込んで弾性的に係合させることで、機構装着体１３の後側に後カバー体２１０
が閉じ状態で保持される。そして、このような後カバー体２１０によって、遊技盤５後面
の制御基板ボックス１３２などを覆うようにしている。ただし、制御基板ボックス１３２
のうちの検査用コネクタ２１８と接続される部分は、後カバー体２１０によって覆われる
ことなく露出されている。
【００５８】
　後カバー体２１０には、多数の放熱孔２３０、２３１、２３２、２３３が貫設されてお
り、これら多数の放熱孔２３０、２３１、２３２、２３３から内部の熱が放出されるよう
になっている。この実施形態において、後カバー体２１０には、その周壁部２１３から後
壁部２１２に延びる多数のスリット状の放熱孔２３０が貫設され、後壁部２１２の略中間
高さ位置から上部においては多数の長円形、楕円形等の放熱孔２３１が貫設され、後壁部
２１２の下部には多数の長円形、楕円形等の放熱孔２３２と所定数の横長四角形状の放熱
孔２３３が貫設されている。
【００５９】
　また、横長四角形状の放熱孔２３３は、制御基板ボックス１３２の封印ねじ（封印部材
）によって封印される複数の並列状の封印部２３５の列の大きさ及び配設位置に対応する
大きさ及び位置に貫設されている。これによって、不透明な後カバー体２１０が閉じられ
た状態であっても、制御基板ボックス１３２の複数の並列状の封印部２３５が放熱孔２３
３の部分において視認可能に露出される。このため、後カバー体２１０が閉じられた状態
であっても、制御基板ボックス１３２の封印部２３５の封印状態を容易に視認することが
できる。また、不透明な合成樹脂材は、透明な合成樹脂材と比べ、リサイクル使用される
合成樹脂材を材料として用いることが容易であるため、後カバー体２１０を安価に製作す
ることができる。
【００６０】
　後カバー体２１０の周壁部２１３のうち、上側壁部２１３ｃの所定位置（この実施形態
では左右２箇所）には、電源コード（図示しない）を適宜に折り畳んだ状態で保持する略
Ｃ字状でかつ弾性変形可能なコード保持体２３７が上方のタンクレール１５０の後壁面（
レール構成部材１３９の後壁面）に向けて延出されている。このコード保持体２３７の先
端部には、同コード保持体２３７を弾性変形させて電源コードを取り外すためのつまみが
形成されている。
【００６１】
　電源コードは、その一端が分電基板２３８の基板コネクタ２３９に取り外し可能に接続
され、他端の電源プラグが電源コンセントに差し込まれる。前記したように、後カバー体
２１０にコード保持体２３７を一体に形成して電源コードを保持することで、パチンコ機
を運搬・保管する際に電源コードがぶらついて邪魔になったり、異物に引っ掛かる不具合
を防止することができる。
【００６２】
［本体枠の後側下部の下皿用球誘導体等の構成について］
　図２及び図７に基づき説明する。図７は、図６に示すパチンコ機の斜視図から後ろカバ
ー及び各種制御基板等を取り外した状態を示す斜視図である。
【００６３】
　本体枠３の後下部領域の他側寄り部分（ヒンジ寄り部分）には、そのスピーカボックス
部１６の後段差部の凹み部分において下皿用球誘導体２５３が装着されている。この下皿
用球誘導体２５３は、球払出装置１７０の賞球及び貸球用球通路から上皿連絡路（図示し
ない）を経て上皿５１に払い出された遊技球が満杯になったときに、上皿連絡路の遊技球
を下皿３１に導くためのものである。
【００６４】
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　なお、この実施形態において、下皿用球誘導体２５３の後壁外面には、インターフェー
ス基板２５２を収納している基板ボックス２５４が装着されている。なお、インターフェ
ース基板２５２は、パチンコ機１に隣接して設置される球貸機と遊技球の払い出しにかか
る制御を行う制御装置との間に介在され、球貸に関する信号を球貸機と同制御装置との間
で送受信可能に電気的に接続するようになっている。
【００６５】
［遊技領域に設けられる各部材の具体的構成について］
　図３に示されるように、この実施の形態にかかる遊技領域３７は、センター役物９１に
対して右側に位置する右遊技領域３７ａと、センター役物９１に対して左側に位置する左
遊技領域３７ｂと、を遊技球が打ち分け可能となるように有している。なお、この実施の
形態では、遊技者によって操作ハンドル３２が操作されたとき、上記遊技領域３７には６
０秒間に９８個の遊技球が打ち込まれる。
【００６６】
　ここで、上記左遊技領域３７ｂには、多数の障害釘が、該左遊技領域３７ｂに打ち分け
られた遊技球の多くが上記風車（規制手段）９２まで案内される配列をもって設けられて
いる。そして、上記風車９２は、同左遊技領域３７ｂに打ち分けられた遊技球の流下方向
を変化させてそれら遊技球を上記第１の特別図柄始動口９３へと通じる流下経路（第１の
特別図柄始動口９３側からの当たりルート）と、上記普通図柄始動口９６へと通じる流下
経路（普通図柄始動口９６側からの当たりルート）とのいずれかに振り分ける部材として
設けられている。なお上述の通り、上記風車９２による振り分け先となる上記普通図柄始
動口９６及び上記第１の特別図柄始動口９３はいずれも、遊技領域３７を流下する遊技球
に対して常に開放された通過口、あるいは受入口として構成されている。
【００６７】
　次に、上記風車（規制手段）９２によって振り分けられる上記２つの当たりルートにつ
いて詳述する。なお上述の通り、この実施の形態では、遊技球の検出や普通抽選、特別抽
選などの各種処理については、上記遊技盤５の背後に設けられる適宜の制御装置によって
行われる。
【００６８】
＜第１の特別図柄始動口９３側からの当たりルート＞
　すなわち、上記風車９２によって振り分けられた遊技球が上記第１の特別図柄始動口９
３に入球したときはまず、適宜のセンサによって当該入球があったことが検出される。次
いで、該検出に応じた第１の特別抽選を保留状態とする処理が行われる（ただし、最大で
１回分）。そして次に、上記保留状態が解除されて第１の特別抽選の実行が開始されると
ともに、この結果が上記可動片１４２の動作契機となる当たり（始動当たり）であるか否
かについての判断処理が行われる。ただし、この実施の形態にかかる当該判断処理では、
上記始動当たりが必ず当選されるようになっている。したがって、この判断処理が行われ
た後は、上記始動当たりの当選に応じて上記機械抽選装置の内部領域の遊技球の進入が可
能となるように上記可動片１４２の駆動制御が行われる（第１の駆動制御手段）。そして
、該駆動制御によって上記内部領域に遊技球が進入したときは、該進入した遊技球が上記
特定領域に受け入れられるか否かについての抽選処理が上記回転式振分装置２９４によっ
て行われることとなる。
【００６９】
＜普通図柄始動口９６側からの当たりルート＞
　一方、上記風車９２によって振り分けられた遊技球が上記普通図柄始動口９６を通過し
たときはまず、適宜のセンサによって当該通過のあったことが検出される。次いで、該検
出に応じた普通抽選を保留状態とする処理が行われる（ただし、最大で４回分）。そして
次に、上記保留状態が解除されて普通抽選の実行が開始されるとともに、この結果が上記
普通電動役物（可動部材）８１の動作契機となる当たり（ゲート当たり）であるか否かに
ついての判断処理が行われる。この実施の形態にかかる当該判断処理では、上記ゲート当
たりの当たり確率は「１／２４０」に設定されており、その当否の結果は上記演出表示装
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置１１５を通じて遊技者に示唆されるようになっている。したがって、この判断処理では
、上記ゲート当たりは当選されないことが多く、通常は、上記普通電動役物８１が開閉動
作されることなく、次の普通抽選などの処理が行われることとなる。
【００７０】
　これに対し、上記判断処理において、上記ゲート当たりが当選されたときは、上記ゲー
ト当たりの当選に応じて上記第２の特別図柄始動口８２への遊技球の入球が可能となるよ
うに上記普通電動役物８１の駆動制御が行われる。なお、この駆動制御は、上記第２の特
別図柄始動口８２に遊技球が入球されるために十分なだけの時間（例えば、６０秒間に９
８個の遊技球が打ち込まれる上記条件のもとで、「６０／９８」秒よりも長い時間）を要
して行われる。ただし、この実施の形態にかかる第２の特別図柄始動口８２は、右遊技領
域３７ａに打ち分けられた遊技球のみが入球可能となる位置に設けられている。したがっ
てこの場合、遊技者は、上記操作ハンドル３２を操作することで、左遊技領域３７ｂに打
ち分けている遊技球を上記右遊技領域３７ａに打ち分けることで、上記第２の特別図柄始
動口８２への遊技球の入球を狙うこととなる。そしてこの結果、上記右遊技領域３７ａに
打ち分けられた遊技球が上記第２の特別図柄始動口８２に入球したときは、適宜のセンサ
によって当該入球があったことが検出される。次いで、該検出に応じた第２の特別抽選の
実行が開始されるとともに、この結果が上記可動片１４２の動作契機となる当たり（始動
当たり）であるか否かについての判断処理が行われる。そして上述の通り、この実施の形
態にかかる当該判断処理では、上記始動当たりが必ず当選されることから、この判断処理
が行われた後は、上記始動当たりの当選に応じて上記機械抽選装置の内部領域の遊技球の
進入が可能となるように上記可動片１４２の駆動制御が行われる（第２の駆動制御手段）
。そして、該駆動制御によって上記内部領域に遊技球が進入したときは、該進入した遊技
球が上記特定領域に受け入れられるか否かについての抽選処理が上記回転式振分装置２９
４によって行われることとなる。
【００７１】
　このように、この実施の形態にかかるパチンコ機１では、上記風車（規制手段）９２に
よって振り分けられる２つの当たりルートのいずれを経ても、上記機械抽選装置の内部領
域への遊技球の進入、さらには該進入した遊技球が上記特定領域へと通じる流下経路３４
３に振り分けられることを期待することが可能である。すなわち、この抽選処理にて上記
特定領域３４３に遊技球が受け入れられたときには、遊技者に有利な特典としての特別遊
技状態が発生するようになる。なお、このような構成から明らかなように、この実施の形
態では、上記機械抽選装置の内部領域への遊技球の進入が可能となるように上記可動片１
４２の駆動制御が実行される回数を、上記第２の特別図柄始動口８２でなく、上記ゲート
当たりの有無にかからわず遊技球を常に受け入れ可能な第１の特別図柄始動口９３によっ
て稼ぐようにしている。
【００７２】
　しかも、この実施の形態にかかるパチンコ機１では、上記回転式振分装置２９４による
回転態様を変化させることなく、上記機械抽選装置の内部領域に進入した遊技球が上記特
定領域に振り分けられる確率を、第１の特別図柄始動口９３側からの当たりルートを経た
ときと普通図柄始動口９６側からの当たりルートを経たときとで異ならしめるようにして
いる。
【００７３】
　すなわち、上記回転式振分装置２９４は、図１５（ａ）に示される基準回転角度（基準
位置）を有しており、上記可動片１４２の駆動制御が行われないときには当該基準回転角
度にて停止している。そして、上記可動片１４２の駆動制御が行われたときに当該基準回
転角度から時計回りにて一周だけ回転動作するようになっている。なお、この実施の形態
にかかる回転式振分装置２９４は、２秒間強の時間を要して一周する。また、この実施の
形態にかかる基準回転角度とは、より具体的には、図１５（ａ）に示されるように、上記
特定領域へと通じる流下経路３４３が上記内部流下経路３４０と接続されず、且つ、当該
回転式振分装置２９４が回転（動作）したときに上記一般領域へと通じる流下経路３４４
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のほうが先に上記内部流下経路３４０と接続される位置である。
【００７４】
　このような構成では、上記回転式振分装置２９４が基準回転角度にあるときに上記可動
片１４２の駆動制御が行われると、当該回転式振分装置２９４はまず、上記内部流下経路
３４０に対して上記一般領域へと通じる流下経路３４４が接続される動作を開始するよう
になる（前半動作）。この前半動作では、図１５（ｄ）に併せて示すように、上記可動片
１４２の駆動制御があったときから第１の時間ｔ１が経過するまでは、上記回転式振分装
置２９４の第１の外周壁２９４ａを上記内部流下経路３４０に対して位置させる。そして
、上記第１の時間ｔ１が経過した後は、図１５（ｂ）に併せて示すように、一般領域へと
通じる流下経路３４４を上記内部流下経路３４０に対して位置させる。これにより、上記
可動片１４２の駆動制御があったときから第１の時間ｔ１が経過するまでに上記機械抽選
装置の内部領域に進入した遊技球は、上記回転式振分装置２９４の第１の外周壁２９４ａ
と当接されるかたちで上記内部流下経路３４０にて停留されるようになる。そして、上記
第１の時間ｔ１において、上記一般領域へと通じる流下経路３４４と上記内部流下経路３
４０とが接続されると、上記内部流下経路３４０にて停留されていた遊技球が上記流下経
路３４４に案内され、ひいては一般領域に受け入れられるようになる。
【００７５】
　ただし、上記可動片１４２の駆動制御があったときから１秒が経過すると、このような
流下経路３４４と内部流下経路３４０との接続は解除される。したがって、上記回転式振
分装置２９４は次に、上記内部流下経路３４０に対して上記特定領域へと通じる流下経路
３４３が接続される動作を開始することとなる（後半動作）。この後半動作でも、図１５
（ｄ）に併せて示すように、当該後半動作が開始されてから第２の時間ｔ２が経過するま
では、上記回転式振分装置２９４の第２の外周壁２９４ｂを上記内部流下経路３４０に対
して位置させる。そして、上記第２の時間ｔ２が経過した後は、図１５（ｃ）に併せて示
すように、特定領域へと通じる流下経路３４３を上記内部流下経路３４０に対して位置さ
せる。これにより、上記後半動作が開始されてから上記第２の時間ｔ２が経過するまでに
上記機械抽選装置の内部領域に進入した遊技球は、上記回転式振分装置２９４の第２の外
周壁２９４ｂと当接されるかたちで上記内部流下経路３４０にて停留されるようになる。
そして、上記第２の時間ｔ２において、上記特定領域へと通じる流下経路３４３と上記内
部流下経路３４０とが接続されると、上記内部流下経路３４０にて停留されていた遊技球
が上記流下経路３４３に案内され、ひいては特定領域に受け入れられるようになる。なお
、回転式振分装置２９４は、この後半動作が行われた後は、図１５（ａ）に示される基準
回転角度まで回転した時点で停止する。
【００７６】
　そして、上記回転式振分装置２９４によるこのような回転動作態様に対し、第１の特別
図柄始動口９３側からの当たりルートを経て行われる上記可動片１４２の駆動制御では、
上記機械抽選装置の内部領域への遊技球の進入が可能となる第１の開放時間が「９９／１
００」の確率にて０．５秒となり、「１／１００」の確率にて１．８秒となるようにして
いる。また、第２の特別図柄始動口８２側からの当たりルートを経て行われる上記可動片
１４２の駆動制御では、上記機械抽選装置の内部領域への遊技球の進入が可能となる第２
の開放時間が必ず１．８秒となるようにしている。
【００７７】
　すなわち、この実施の形態にかかる始動当たりは、０．５秒の開放期間が対応付けられ
た短当たりと、１．８秒の開放期間が対応付けられた長当たりとを当選種として有してお
り、上記第１の特別図柄始動口９３に遊技球が受け入れられたときに当選される上記始動
当たりについては、上記短当たりの当たり分配率を「９９／１００」、上記長当たりの当
たり分配率を「１／１００」に設定している。また併せて、上記第２の特別図柄始動口８
２に遊技球が受け入れられたときに当選される上記始動当たりについては、上記短当たり
の当たり分配率を「０／１００」、上記長当たりの当たり分配率を「１００／１００」に
設定することで、上述の駆動制御態様を実現するようにしている。
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【００７８】
　このような駆動制御態様では、上記回転式振分装置２９４による回転態様と相まって、
上記短当たり（０．５秒開放）が当選されたことに応じて上記機械抽選装置の内部領域に
進入した遊技球は、上記内部流下経路３４０にて停留された後、上記第１の時間ｔ１が経
過した時点で上記一般領域に受け入れられることとなる。一方、上記長当たり（１．８秒
開放）が当選されたことに応じて上記機械抽選装置の内部領域に進入した遊技球は、その
進入タイミングによっては、上記特定領域に受け入れられることとなる。すなわち、上記
前半動作が行われている期間中に進入した遊技球は一般領域に受け入れられるものの、上
記後半動作が行われている期間中（特定のタイミング）に進入した遊技球は特定領域に受
け入れられる。これにより、上記機械抽選装置の内部領域に進入した遊技球が上記特定領
域に振り分けられる確率が、第１の特別図柄始動口９３側からの当たりルートを経たとき
と普通図柄始動口９６側からの当たりルートを経たときとで大きく異なるようになり、ひ
いては遊技の興趣の低下が抑制されるようになる。
【００７９】
　ただし、上記回転式振分装置２９４によるこのような遊技球の振分態様では、０．５秒
の開放期間が対応付けられた上記短当たりが当選された時点で、該当選に応じた補助遊技
では上記特定領域に遊技球が振り分けられないことが確定してしまう。したがって、遊技
者は、上記可動片１４２の駆動制御によって開放された内部領域に遊技球を進入させよう
とすることすら行わなくなり、遊技の興趣の低下が避けられない。
【００８０】
　そこで、この実施の形態では、上記回転式振分装置２９４は、上記可動片１４２の一動
作期間（短当たりのときは０．５秒、長当たりのときは１．８秒）内に上記機械抽選装置
の内部領域に２個以上の遊技球が進入したときは、それら遊技球のうちの少なくとも１つ
を上記特定領域に必ず振り分けるようにした。すなわち、この実施の形態にかかる内部流
下経路３４０は、最大２個の遊技球を停留可能であり、３個目以降の遊技球については上
記回転式振分装置２９４に供給することなく、図示しない排出口から排出させる構造とな
っている。そしてこの上で、上記一般領域へと通じる流下経路３４４は、上記一般領域へ
と通じる流下経路３４４と上記内部流下経路３４０とが接続される期間（第１の時間ｔ１
から１秒までの期間）内に１つの遊技球のみが振り分け可能となるように構成されている
。これにより、上記短当たりが当選されたときの０．５秒の開放期間内に上記機械抽選装
置の内部領域に２つの遊技球が進入したときは、一方の遊技球が上記一般領域へと通じる
流下経路３４４に振り分けられ、他方の遊技球が上記特定領域へと通じる流下経路３４３
に振り分けられるようになる。したがって、上記短当たりが当選された場合（風車９２に
よって上記第１の特別図柄始動口９３側に遊技球が振り分けられた場合）であっても、特
典付与への期待を持てるようになり、ひいては遊技の興趣の低下が抑制されるようになる
。
【００８１】
　しかも、この実施の形態では、上記機械抽選装置の内部領域に２個以上の遊技球が進入
したときは、それら遊技球のうちの少なくとも１つが上記特定領域に必ず振り分けられる
構成において、上記第１の特別図柄始動口９３に遊技球が受け入れられたことに応じて上
記始動当たりが当選されたときに上記機械抽選装置の内部領域への遊技球の進入が可能と
なる第１の開放時間の期待値を「（６０／９８）×２」秒未満（６０秒間に９８個の遊技
球が打ち込まれる条件のもとで計算上２個の遊技球が打ち込まれない時間）に設定するよ
うにしている。また、上記第２の特別図柄始動口８２に遊技球が受け入れられたことに応
じて上記始動当たりが当選されたときに上記機械抽選装置の内部領域への遊技球の進入が
可能となる第２の開放時間の期待値を「（６０／９８）×２」秒以上（６０秒間に９８個
の遊技球が打ち込まれる条件のもとで計算上２個の遊技球が打ち込まれる時間）に設定す
るようにしている。
【００８２】
　すなわち上述の通り、この実施の形態では、上記可動片１４２の一動作期間内に上記機
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械抽選装置の内部領域に２個以上の遊技球が進入したときは、それら遊技球のうちの少な
くとも１つを上記特定領域に必ず振り分けることで、上記第１の特別図柄始動口９３側か
らの当たりルートでも特典付与への期待を持てるようにしたものの、上記第１の特別図柄
始動口９３とは、上記ゲート当たりの有無にかからわず常に遊技球を受け入れ可能な始動
率（入球率）の高い受入口として設けられたものである。したがって、このような第１の
特別図柄始動口９３側からの当たりルートにて上記特定領域に簡単に遊技球が受け入れら
れるようにしてしまうと、特典付与の際に遊技者に多量の賞球が払い出されるように上記
出玉率を設定することが困難となってしまう。この点、この実施の形態では、第１の特別
図柄始動口９３に遊技球が入球されたことに応じて始動当たりが当選されたときは、上記
機械抽選装置の内部領域に計算上２個の遊技球が入球されない時間（第１の開放時間の期
待値）だけ上記可動片１４２の駆動制御を行うようにした。これにより、上記第２の特別
図柄始動口８２に遊技球が入球したことに応じて上記始動当たりが当選されたときの期待
度を上述の如く高く設定しつつも、特典付与の際には遊技者に多量の賞球を払い出される
ように上記出玉率を設定することができるようになる。また、第２の特別図柄始動口８２
に遊技球が入球されたことに応じて始動当たりが当選されたときは、上記機械抽選装置の
内部領域に計算上２個の遊技球が入球される時間（第２の開放時間の期待値）だけ上記可
動片１４２の駆動制御を行うようにした。すなわちこの場合、当該駆動制御が行われたと
きにはほぼ確実に遊技球が上記特定領域に振り分けられるようになることから、遊技の興
趣の向上を図ることができるようになる。
【００８３】
　なお、この実施の形態において、上記第１の開放時間の期待値は０．５１３秒であり、
上記第２の開放時間の期待値は１．８秒である。また、短当たりでは計算上２個の遊技球
が入らないものの、遊技領域３７に設けられている障害釘などをうまく利用して遊技球を
打ち込むようにすれば、０．５秒の開放期間内に２個の遊技球を上記内部領域に進入させ
ることは可能である。
【００８４】
　ちなみに、上記右遊技領域３７ａであって、上記第２の特別図柄始動口８２の上側には
、２つの通過口８８、８９が縦方向に並ぶように設けられている。
【００８５】
　ここで、上記２つの通過口８８、８９のうちの上側に位置する通過口８８は、上記普通
図柄始動口９６と同等の機能を有するものであり、該通過口８８を遊技球が通過したとき
は上記普通電動役物８１の動作契機となるゲート当たりについての普通抽選が行われる。
すなわち、例えば上記特典が付与された後の所定期間を、上記普通電動役物８１が動作す
るときの動作時間が延長される遊技状態（いわゆる時短状態）に制御するようにした場合
、上記第２の特別図柄始動口８２への遊技球の入球確率は高くなる。ただしこの際、左遊
技領域３７ｂに設けられる普通図柄始動口９６と、右遊技領域３７ａに設けられる第２の
特別図柄始動口８２との間で遊技球をその都度左右に打ち分けるようにしなければならず
、遊技が煩雑なものとなってしまう。この点、上記右遊技領域３７ａにもう１つの普通図
柄始動口として機能する通過口８８を設けるようにした上記構成では、上記時短状態に移
行した後は、上記右遊技領域３７ａに遊技球を常に打ち分けるようにするだけで、上記普
通抽選が行われるとともに上記第２の特別図柄始動口８２に遊技球が入球されるようにな
り、遊技が簡易なものとなる。
【００８６】
　また上述の通り、このような時短状態では、上記通過口８８に遊技球が通過した時点で
、上記第２の特別図柄始動口８２に遊技球が入球されること、該入球に応じた第２の特別
抽選にて始動当たりが当選されること、該当選に応じた補助遊技にて上記内部領域に進入
した遊技球が上記特定領域に受け入れられること、がいずれもほぼ確定される。そして、
このような構成のもとで、上記通過口８８を通過した遊技球が通過するように上記通過口
８９を設けるようにしたため、例えば該通過口８９を遊技球が通過したことを適宜のセン
サにて検出するようにすれば、該検出のあった時点（第２の始動抽選や、補助遊技が行わ
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れるよりも前の段階）で、上記特定領域３４３に遊技球がほぼ確実に（極めて高い確率に
て）振り分けられる旨を上記演出表示装置１１５に表示することが可能となる。
【００８７】
　以上説明したように、この実施の形態にかかる遊技機によれば、以下のような多くの優
れた効果が得られるようになる。なお、以下に列記する効果（１）～（１４）は、この実
施の形態にかかる遊技機によって得られる効果の一例である。
【００８８】
　（１）第２の特別図柄始動口（低始動率始動口）８２に遊技球が入球したことに応じて
上記始動当たりが当選されたときは、上記第２の駆動制御手段による上記可動片１４２の
駆動制御態様と上記回転式振分装置２９４による遊技球の振分態様とが相まって、上記機
械抽選装置の内部領域に入球した遊技球は極めて高い確率で上記特定領域（流下経路３４
３）に受け入れられるようになる。すなわち、このような極めて高い確率（当たり確率）
で上記特定領域に遊技球が受け入れられる抽選処理（回転式振分装置２９４による振分け
）を、第１の特別図柄始動口（高始動率始動口）９３に遊技球が入球したことに応じて上
記始動当たりが当選されたときに行われる抽選処理（回転式振分装置２９４による振分け
）とは別の当たり確率をもった抽選処理として行うようにしたことで、遊技の興趣の低下
が好適に抑制されるようになる。
【００８９】
　（２）機械抽選装置の内部領域への遊技球の進入が可能となるように上記可動片１４２
の駆動制御が実行される回数を、上記第２の特別図柄始動口８２でなく、上記普通電動役
物８１の動作にかかわらず常に受け入れ可能な第１の特別図柄始動口９３によって稼ぐよ
うにしている。すなわち、第１の特別図柄始動口９３に遊技球が入球されたときは、上記
第１の駆動制御手段による上記可動片１４２の駆動制御態様と上記回転式振分装置２９４
による遊技球の振分態様とが相まって、上記第２の駆動制御手段による場合よりも低い確
率で上記特定領域に遊技球が受け入れられる抽選処理（回転式振分装置２９４による振分
け）が行われることとなる。したがって、第２の特別図柄始動口８２に遊技球が入球した
ことに応じて上記始動当たりが当選されたときの期待度を上述の如く高く設定しつつも、
特典付与の際には遊技者に多量の賞球を払い出すことができるようになる。また併せて、
上記機械抽選装置の内部領域への遊技球の進入が可能となるための上記可動片１４２の駆
動制御頻度（回転式振分装置２９４による振分けの頻度）も上記第１の特別図柄始動口９
３によって好適に維持することができるようになり、ひいては遊技の興趣の低下が抑制さ
れるようになる。
【００９０】
　（３）上記特定領域には、上記内部領域に進入した遊技球のうち、上記可動片１４２の
駆動制御があったときから所定時間（上記第１の開放時間の期待値よりも長い時間であり
、上記実施の形態では１秒）が経過したにもかかわらず上記一般領域と上記特定領域との
いずれにも未だ振り分けられていない遊技球のみが振り分けられるようにした。すなわち
この場合、第１の特別図柄始動口９３に遊技球が入球されたことに応じて上記始動当たり
が当選されたときは、上記機械抽選装置の内部領域に入球した遊技球は極めて高い確率で
上記一般領域に受け入れられるようになる。すなわち、このような極めて高い確率で上記
一般領域に遊技球が受け入れられる当たりルートと上記特定領域に遊技球がほぼ受け入れ
られる当たりルートとをもった遊技を提供するようにしたことで、単調な抽選処理のみが
淡々と行われることによって遊技の興趣が低下するようなことがより確実に回避されるよ
うになる。また、第１の特別図柄始動口９３側からの当たりルートをこのように低い当た
り確率としたことで、上記機械抽選装置の内部領域への遊技球の進入が可能となるように
上記可動片１４２の駆動制御が実行される回数を第１の特別図柄始動口９３によって稼ぐ
にあたり、特典付与の際に遊技者に払い出される賞球量に大きな影響が及ぼされるような
ことが回避されるようになる。
【００９１】
　（４）上記第１の駆動制御手段は、上記第１の開放時間として複数の開放時間（０．５
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秒、１．８秒）を予め用意しており、上記可動片１４２の駆動制御に際し、それら開放時
間のうちのいずれか１つを選択するとともに、該選択した開放時間だけ上記機械抽選装置
の内部領域への遊技球の進入が可能となるように上記可動片１４２の駆動制御を行うよう
にした。すなわちこの場合、第１の特別図柄始動口に遊技球が入球されたことに応じて上
記始動当たりが当選されたときは、可動片１４２の駆動制御にかかる制御態様（開放時間
）がその都度異なるようになることから、遊技の幅が広がり、これによって遊技の興趣の
向上が期待できるようになる。
【００９２】
　（５）上記第１の駆動制御手段によって予め用意される上記複数の開放時間には、上記
所定時間（上記第１の開放時間の期待値よりも長い時間であり、上記実施の形態では１秒
）以上の長さをもった開放時間（１．８秒）を含むようにした。このため、第１の特別図
柄始動口９３側からの当たりルートであっても、このような開放時間（長当たり：１．８
秒）が選択された場合には、上記回転式振分装置２９４による遊技球の振分態様と相まっ
て、上記機械抽選装置の内部領域に入球した遊技球は極めて高い確率で上記特定領域に受
け入れられるようになり、ひいては遊技の興趣の低下が抑制されるようになる。
【００９３】
　（６）上記第２の駆動制御手段は、上記第２の開放時間として上記所定時間（上記第１
の開放時間の期待値よりも長い時間であり、上記実施の形態では１秒）以上の長さをもっ
た開放時間（長当たり：１．８秒）のみを予め用意しており、該用意された開放時間だけ
上記機械抽選装置の内部領域への遊技球の進入が可能となるように上記可動片１４２の駆
動制御を行うようにした。すなわちこの場合、第２の特別図柄始動口８２に遊技球が入球
されたことに応じて上記始動当たりが当選されたときは、上記所定時間よりも必ず長い時
間だけ上記機械抽選装置の内部領域への入球が可能となる。このため、第２の特別図柄始
動口８２に遊技球が入球したことに応じて上記始動当たりが当選されたときは、上記回転
式振分装置２９４による遊技球の振分態様と相まって、上記機械抽選装置の内部領域に入
球した遊技球はほぼ確実に上記特定領域に受け入れられるようになり、これによって遊技
の興趣の向上が期待できるようになる。
【００９４】
　（７）上記機械抽選装置は、可動片１４２の駆動制御があったときから予め定められた
一定の動作を開始する回転式振分装置２９４、及び機械抽選装置の内部領域に進入した遊
技球を上記回転式振分装置２９４へと流下させる内部流下経路３４０を有して構成される
ものとした。そしてこの上で、上記回転式振分装置２９４が、内部流下経路３４０に対し
て上記一般領域へと通じる流下経路３４４が接続される動作であって上記可動片１４２の
駆動制御があったときから上記所定時間が経過するまでの期間中に行われる前半動作と、
内部流下経路３４０に対して上記特定領域へと通じる流下経路３４３が接続される動作で
あって上記可動片１４２の駆動制御があったときから上記所定時間が経過した後の期間中
に行われる後半動作と、を上記可動片１４２の駆動制御があったときから予め定められた
一定の動作として順次開始するようにした。これにより、上記内部領域に進入した遊技球
のうち、上記可動片１４２の駆動制御があったときから上記所定時間が経過するまでに進
入した遊技球は、上記回転式振分装置２９４による前半動作によって上記一般領域に受け
入れられるようになる。これに対し、上記可動片１４２の駆動制御があったときから上記
所定時間が経過した後に進入した遊技球は、上記回転式振分装置２９４による後半動作に
よって上記特定領域に受け入れられるようになる。すなわち、上記所定時間が経過したに
もかからわらず上記一般領域と上記特定領域とのいずれにも未だ振り分けられていない遊
技球のみを上記特定領域に必ず振り分けることができるようになる。
【００９５】
　（８）上記前半動作の実行期間中に上記機械抽選装置の内部領域に複数の遊技球が進入
したとき、それら遊技球のうちの少なくとも１つを上記後半動作が行われるまで上記内部
流下経路３４０にて停留させることとした。すなわちこの場合、該停留された遊技球は、
上記機械抽選装置の内部領域に上記所定期間が経過する前に入球したものでありながら、
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上記所定期間が経過したにもかかわらず上記一般領域と上記特定領域とのいずれにも未だ
振り分けられていない遊技球となって、上記回転式振分装置２９４による後半動作を通じ
て上記特定領域に振り分けられることとなる。したがって、上記第１の特別図柄始動口９
３側からの当たりルートであっても、遊技者は、上記第１の開放期間中に複数の遊技球を
上記機械抽選装置の内部領域に進入させるようにすることで、特典付与への期待をもって
遊技を行うことができるようになる。
【００９６】
　（９）第１の特別図柄始動口９３側からの当たりルートにて上記可動片１４２の駆動制
御を行うときは、上記機械抽選装置の内部領域への遊技球の進入が可能となる第１の開放
時間の期待値が「（６０／９８）×２」秒未満（６０秒間に９８個の遊技球が打ち込まれ
る条件のもとで計算上２個の遊技球が打ち込まれない時間）に設定するようにしている（
第１の駆動制御手段）。また、普通図柄始動口９６側からの当たりルートにて上記可動片
１４２の駆動制御を行うときは、上記機械抽選装置の内部領域への遊技球の進入が可能と
なる第２の開放時間の期待値が「（６０／９８）×２」秒以上（６０秒間に９８個の遊技
球が打ち込まれる条件のもとで計算上２個の遊技球が打ち込まれない時間）となるように
した（第２の駆動制御手段）。またさらに、上記回転式振分装置２９４は、このような可
動片１４２の駆動制御態様を利用して、上記内部領域に進入した遊技球のうち、第１の特
別図柄始動口９３側からの当たりルートにて進入した遊技球についてはその多くを上記一
般領域に振り分ける一方で、普通図柄始動口９６側からの当たりルートにて進入した遊技
球についてはその多くを上記特定領域に振り分けるようにした（前半動作、後半動作）。
すなわちこの場合、回転式振分装置２９４が予め定められた動作スケジュール（前半動作
、後半動作）に沿って動作するだけのものでありながらも、第１の特別図柄始動口９３側
からの当たりルートと、普通図柄始動口９６側からの当たりルートとで、上記機械抽選装
置の内部領域に遊技球が進入したときに期待できる当たり確率（特定領域に遊技球が受け
入れられる確率）を大きく異ならしめることができるようになる。そしてこの上で、上記
風車９２が、左遊技領域３７ｂに打ち分けられた遊技球の流下方向を変化させて、上述の
ように全く異なる遊技性を有する第１の特別図柄始動口９３側からの当たりルートと、普
通図柄始動口９６側からの当たりルートとのいずれかに振り分けて遊技者に遊技を行わせ
るようにしたため、遊技者に飽きが生じ難くなり、ひいては遊技の興趣の低下が抑制され
るようになる。
【００９７】
　（１０）上記回転式振分装置２９４を、機械抽選装置の内部領域に進入した遊技球のう
ち、該内部領域に特定のタイミング（上記後半動作が行われている期間内のいずれかのタ
イミング）にて進入した遊技球を上記特定領域に振り分けるものとした上で、上記第１の
特別図柄始動口９３及び第２の特別図柄始動口８２のうちの上記第２の特別図柄始動口８
２に遊技球が入球されたことに応じて上記始動当たりが当選されたときに限っては、上記
可動片１４２が動作するときの動作期間（１．８秒開放）内に上記特定のタイミング（駆
動制御があってから１秒経過後から２秒経過するまで）が必ず含まれるように上記可動片
１４２の駆動制御を行うようにした。すなわちこの場合、上記特定領域に遊技球が入球さ
れ得ないようなかたちで補助遊技（内部領域の開放）が行われることがなくなり、これに
よって補助遊技（内部領域の開放）が行われたときの特典付与への期待度を高くすること
ができるようになる。すなわち、上記第２の特別図柄始動口８２に遊技球が入球されたこ
とに応じて上記始動当たりが当選されたときは、遊技者は、上記特定のタイミングを狙っ
て上記機械抽選装置の内部領域に遊技球を進入させるだけで遊技者に有利な特典が付与さ
れるようになる。これにより、遊技球を狙い撃ちすることによって上記特定領域に遊技球
が入球され易くするなどといった、補助遊技を採用する遊技機として内在される独自の遊
技性を利用した遊技を提供することができるようになる。
【００９８】
　（１１）第１の特別図柄始動口９３に遊技球が入球されたときは、可動片１４２が動作
するときの動作期間内に上記特定のタイミングが必ずしも含まれないように上記可動片１
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４２の駆動制御が行われることから、上記第２の特別図柄始動口８２に遊技球が入球され
たときよりも低い確率で上記特定領域に遊技球が受け入れられる抽選処理（回転式振分装
置２９４による振り分け）が行われることとなる。したがって、第２の特別図柄始動口８
２に遊技球が入球したことに応じて上記始動当たりが当選されたときの期待度を上述の如
く高く設定しつつも、特典付与の際には遊技者に多量の賞球を払い出されるように上記出
玉率を設定することができるようになる。また併せて、上記機械抽選装置の内部領域への
遊技球の進入が可能となるための上記可動片の駆動制御頻度（回転式振分装置２９４によ
る振り分けの頻度）も上記第１の特別図柄始動口９３によって好適に維持することができ
るようになり、ひいては遊技の興趣の低下が抑制されるようになる。
【００９９】
　（１２）可動片１４２が動作するときの動作期間内に上記特定のタイミングが含まれる
第１の動作態様（長当たり時の動作態様）と、可動片１４２が動作するときの動作期間内
に上記特定のタイミングが含まれない第２の動作態様（短当たり時の動作態様）とを予め
区別して用意することとした。すなわち、可動片１４２が動作するときの動作期間内に上
記特定のタイミングが含まれるか否かを上記可動片１４２の動作態様の種類との間で予め
対応付けることとしたため、上記可動片１４２が動作するときの動作期間内に上記特定の
タイミングを含ませるときの駆動制御や、上記特定のタイミングを含ませないときの駆動
制御が簡易なものとなり、ひいては各種状況に合わせた上記可動片１４２の駆動制御を迅
速に行うことができるようになる。
【０１００】
　（１３）第１の特別図柄始動口９３側からの当たりルートにて上記可動片１４２の駆動
制御を行うときは、上記機械抽選装置の内部領域に計算上２個の遊技球が入球されない時
間だけ上記可動片１４２の駆動制御を行うとともに（第１の駆動制御手段）、第２の特別
図柄始動口８２側からの当たりルートにて上記可動片１４２の駆動制御を行うときは、上
記機械抽選装置の内部領域に計算上２個の遊技球が入球される時間だけ上記可動片１４２
の駆動制御を行うようにした（第２の駆動制御手段）。これに対し、上記回転式振分装置
２９４は、上記可動片１４２の一動作期間内に上記機械抽選装置の内部領域に２個以上の
遊技球が進入したときは、それら遊技球のうちの少なくとも１つを上記特定領域に必ず振
り分けるようにしたため、普通図柄始動口９６側からの当たりルートにて上記可動片１４
２の駆動制御が行われるときの特典付与への期待度が極めて高くなり、ひいては遊技の興
趣の低下が抑制されるようになる。すなわちこの場合、可動片１４２の一動作期間中に上
記機械抽選装置の内部領域に最初に進入した遊技球と、その次に進入した遊技球とでは、
上記特定領域に受け入れられる確率が大幅に異なるようになる。
【０１０１】
　（１４）上記回転式振分装置２９４が、内部流下経路３４０に対して上記一般領域へと
通じる流下経路３４４が接続される動作であって上記可動片１４２の駆動制御があったと
きから計算上２個の遊技球が打ち込まれる時間（「（６０／９８）×２」秒）が経過する
までの期間中に行われる前半動作と、内部流下経路３４０に対して上記特定領域へと通じ
る流下経路３４３が接続される動作であって上記可動片１４２の駆動制御があったときか
ら計算上２個の遊技球が打ち込まれる時間（「（６０／９８）×２」秒）が経過した後の
期間中に行われる後半動作と、を上記可動片１４２の駆動制御があったときから予め定め
られた一定の動作として順次開始するようにした。これにより、上記内部領域に進入した
遊技球のうち、上記可動片１４２の駆動制御があったときから計算上２個の遊技球が打ち
込まれる時間（「（６０／９８）×２」秒）が経過するまでに進入した遊技球（計算上１
個目の遊技球）は、上記回転式振分装置２９４による前半動作によって上記一般領域に受
け入れられるようになる。これに対し、上記回転式振分装置２９４の駆動制御があったと
きから計算上２個の遊技球が打ち込まれる時間（「（６０／９８）×２」秒）が経過した
後に進入した遊技球（計算上２個目の遊技球）は、上記回転式振分装置２９４による後半
動作によって上記特定領域に受け入れられるようになる。これにより、可動片１４２の一
動作期間内に上記機械抽選装置の内部領域に２個以上の遊技球が進入したとき、それら遊
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技球のうちの少なくとも１つを上記特定領域に計算上は振り分けることができるようにな
る。ただし、このような構成だけでは、上記可動片１４２の駆動制御があったときから計
算上２個の遊技球が打ち込まれる時間（「（６０／９８）×２」秒）が経過するまでの期
間中に２個の遊技球が入球してしまったとき、それらの遊技球のうちの少なくとも１つを
上記特定領域に振り分けることができない。そこで、上記実施の形態ではさらに、上記前
半動作の実行期間中に上記機械抽選装置の内部領域に複数の遊技球が進入したとき、それ
ら遊技球のうちの少なくとも１つを上記後半動作が行われるまで上記内部流下経路３４０
にて停留させるようにした。これにより、可動片１４２の一動作期間内に上記機械抽選装
置の内部領域に２個以上の遊技球が進入したとき、それら遊技球のうちの少なくとも１つ
を上記特定領域に必ず振り分けることができるようになる。
【０１０２】
　以上、本発明について好適な実施形態を挙げて説明したが、本発明はこれらの実施形態
に限定されるものではなく、以下に示すように、本発明の要旨を逸脱しない範囲において
、種々の改良及び設計の変更が可能である。
【０１０３】
・上記実施の形態にかかる回転式振分装置２９４は、上記可動片１４２の一動作期間内に
２個以上の遊技球が上記内部領域に進入したときと、上記特定のタイミング（上記後半動
作が行われている期間内のいずれかのタイミング）にて進入したときとのいずれかの条件
が満たされたときに、該進入した遊技球を上記特定領域に振り分けるようにした。ただし
、上記可動片１４２の一動作期間内に２個以上の遊技球が上記内部領域に進入したときの
み、該進入した遊技球を上記特定領域に振り分けるようにしてもよい。また逆に、上記特
定のタイミング（上記後半動作が行われている期間内のいずれかのタイミング）にて進入
したときのみ、該進入した遊技球を上記特定領域に振り分けるようにしてもよい。
【０１０４】
・上記第２の特別図柄始動口８２に遊技球が入球したとき、該入球に応じた第２の特別抽
選をするようにしてもよい。すなわちこの場合、第２の特別抽選の保留が解除される都度
、長当たりが当選されることとなり、これによって同保留数に応じた分だけ特典の付与が
保留されたかのような印象を遊技者に与えることができるようになる。しかも、特典付与
の後の遊技状態が所定の確率にて時短状態とされる遊技機にあって、上記第２の特別抽選
を保留するようにした場合には、上記特典付与の後に時短状態に移行されなかったとして
も、上記保留の状態とされている第２の特別抽選が行われることで（消化されることで）
、ほぼ確実に特典が再度付与されることから、こうして特典が再度付与された後に時短状
態に移行（復活）することが期待できるようになる。
【０１０５】
・一般領域は複数形成されていてもよい。
【０１０６】
・上記第１の特別抽選、及び上記第２の特別抽選による抽選結果に上記補助遊技が行われ
ることなく特典が付与される当選種としての大当たりが含まれていてもよい。
【０１０７】
・上記内部流下経路３４０にて停留される遊技球の最大個数は２個でなくてもよく、適宜
変更してもよい。例えば、上記内部流下経路３４０にて停留される遊技球の最大個数を１
個にしてもよい。すなわちこの場合、上記前半動作の実行期間中に入球した遊技球は一般
領域に振り分けられるか、上記回転式振分装置２９４に供給されることなく上記排出口（
図示略）を通じて上記内部領域から排出されることとなる。
【０１０８】
　・上記可動片１４２の駆動制御があったときとは、上記特別抽選にて始動当たりが当選
されたときであってもよいし、上記可動片１４２の駆動制御が実際に開始されたときであ
ってもよい。
【０１０９】
　・上記回転式振分装置２９４の回転速度は、必ずしも一定の速度にて１周するものでな
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くてもよい。また、上記回転式振分装置２９４は、１周以上回転するものであってもよい
し、１週も回転しないものであってもよい。上記回転式振分装置２９４は、要は、基準回
転角度を有し、上記可動片１４２の駆動制御があったときから常に同じ動作を行うもので
あればよい。
【０１１０】
　・上記機械抽選装置内にて遊技球を振り分ける抽選機構は、必ずしも回転によって動作
するものでなくてもよく、例えばシーソのような動きをすることで遊技球を振り分けるも
のであってもよい。
【０１１１】
　次に、上記実施形態及び別例から把握できる技術的思想を以下に追記する。
【０１１２】
　（技術的思想１）
　遊技球が打ち込まれる遊技領域を有する遊技盤と、
　可動片を有し、該可動片が動作したときにのみ内部領域への遊技球の進入が可能となる
機械抽選装置と、
　前記遊技領域に設けられる可動部材と、
　前記遊技領域に打ち込まれた遊技球に対して常に開放された通過口を有するゲート手段
と、
　前記ゲート手段を遊技球が通過したとき、前記可動部材の動作契機となるゲート当たり
についての抽選処理を行うゲート抽選手段と、
　前記遊技領域に打ち込まれた遊技球に対して常に開放された受入口を有する第１の始動
口と、
　前記遊技領域に打ち込まれた遊技球を、前記ゲート当たりに応じた前記可動部材の動作
があったときにのみ受け入れ可能な第２の始動口と、
　前記第１の始動口及び前記第２の始動口のいずれかに遊技球が入球されたとき、前記可
動片の動作契機となる始動当たりについての抽選処理を行う始動抽選手段と、
　前記始動抽選手段により前記始動当たりが当選されたとき、前記機械抽選装置の内部領
域への遊技球の進入が可能となるように前記可動片の駆動制御を行う駆動制御手段と、
　前記機械抽選装置の内部領域にて、該内部領域に進入した遊技球を一般領域と特定領域
とのいずれかに振り分ける振分装置と、
　前記振分装置により前記特定領域に遊技球が振り分けられたとき、遊技者に特典を付与
する特典付与手段と、を備え、
　前記振分装置は、
　前記機械抽選装置の内部領域に進入した遊技球のうち、該内部領域に特定のタイミング
にて進入した遊技球を前記特定領域に振り分けるものであり、
　前記駆動制御手段は、
　前記第１の始動口及び前記第２の始動口のうちの前記第２の始動口に遊技球が入球され
たことに応じて前記始動当たりが当選されたときに限っては、前記可動片が動作するとき
の動作期間内に前記特定のタイミングが必ず含まれるように前記可動片の駆動制御を行う
ようにした
　ことを特徴とする遊技機。
【０１１３】
　このような構成では、上記振分装置を、機械抽選装置の内部領域に進入した遊技球のう
ち、該内部領域に特定のタイミングにて進入した遊技球を上記特定領域に振り分けるもの
とした上で、上記駆動制御手段が、第１の始動口及び第２の始動口のうちの上記第２の始
動口に遊技球が入球されたことに応じて上記始動当たりが当選されたときに限っては、上
記可動片が動作するときの動作期間内に上記特定のタイミングが必ず含まれるように上記
可動片の駆動制御を行うようにした。すなわちこの場合、上記特定領域に遊技球が入球さ
れ得ないようなかたちで補助遊技（内部領域の開放）が行われることがなくなり、これに
よって補助遊技（内部領域の開放）が行われたときの特典付与への期待度を高くすること
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ができるようになる。
【０１１４】
　しかも、上記構成では、上記第２の始動口に遊技球が入球されたことに応じて上記始動
当たりが当選されたときは、遊技者は、上記特定のタイミングを狙って上記機械抽選装置
の内部領域に遊技球を進入させるだけで遊技者に有利な特典が付与されるようになる。す
なわち、遊技球を狙い撃ちすることによって上記特定領域に遊技球が入球され易くするな
どといった、補助遊技を採用する遊技機として内在される独自の遊技性を利用した遊技を
提供することができるようになる。
【０１１５】
　しかも、上記構成では、上記第２の始動口については、ゲート当たりに応じた上記可動
部材の動作があったときにのみ受け入れ可能な構造を採用することで、その始動率（遊技
球の入球率）を低く設定するようにしている。すなわち、上記機械抽選装置の内部領域へ
の遊技球の進入が可能となるように上記可動片の駆動制御が実行される回数を、上記第２
の始動口でなく、上記可動部材の動作にかかわらず常に受け入れ可能な第１の始動口によ
って稼ぐようにしている。すなわち、第１の始動口に遊技球が入球されたときは、可動片
が動作するときの動作期間内に上記特定のタイミングが必ずしも含まれないように上記可
動片の駆動制御が行われることから、上記第２の始動口に遊技球が入球されたときよりも
低い確率で上記特定領域に遊技球が受け入れられる抽選処理（振分装置による振り分け）
が行われることとなる。したがって、第２の始動口に遊技球が入球したことに応じて上記
始動当たりが当選されたときの期待度を上述の如く高く設定しつつも、特典付与の際には
遊技者に多量の賞球を払い出されるように上記出玉率を設定することができるようになる
。また併せて、上記機械抽選装置の内部領域への遊技球の進入が可能となるための上記可
動片の駆動制御頻度（振分装置による振り分けの頻度）も上記第１の始動口によって好適
に維持することができるようになり、ひいては遊技の興趣の低下が抑制されるようになる
。
【０１１６】
　（技術的思想２）
　前記振分装置は、
　前記特定領域へと通じる流下経路を予め定められた単一の動作態様にて変位させるもの
であって、前記機械抽選装置の内部領域に進入した遊技球のうち、前記特定領域へと通じ
る流下経路が所定の位置にある前記特定のタイミングにて進入した遊技球を前記特定領域
に振り分けるものである
　技術的思想１に記載の遊技機。
【０１１７】
　なお、上記技術的思想１に記載の遊技機において、上記振分装置としては、技術的思想
２に記載の遊技機によるように、特定領域へと通じる流下経路を予め定められた単一の動
作態様にて変位させるものであって、上記機械抽選装置の内部領域に進入した遊技球のう
ち、上記特定領域へと通じる流下経路が所定の位置にある上記特定のタイミングにて進入
した遊技球を上記特定領域に振り分けるようにしたものを採用することができる。ここで
、上記特定領域へと通じる流下経路が変位される方向は、垂直方向であってもよいし、水
平方向であってもよい。
【０１１８】
　（技術的思想３）
　前記駆動制御手段は、
　前記可動片が動作するときの動作期間内に前記特定のタイミングが含まれる第１の動作
態様と、前記可動片が動作するときの動作期間内に前記特定のタイミングが含まれない第
２の動作態様とを予め区別して用意しており、前記第１の始動口及び前記第２の始動口の
うちの前記第１の始動口に遊技球が入球されたことに応じて前記始動当たりが当選された
ときは、前記可動片の駆動制御に際し、前記第１の動作態様と前記第２の動作態様とのい
ずれかを選択し、該選択した動作態様をもって前記可動片の駆動制御を行うものである
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　技術的思想１または２に記載の遊技機。
【０１１９】
　上記構成では、上記駆動制御手段は、可動片が動作するときの動作期間内に上記特定の
タイミングが含まれる第１の動作態様と、可動片が動作するときの動作期間内に上記特定
のタイミングが含まれない第２の動作態様とを予め区別して用意することとした。すなわ
ち、可動片が動作するときの動作期間内に上記特定のタイミングが含まれるか否かを上記
駆動制御手段による動作態様の種類との間で予め対応付けることとしたため、上記可動片
が動作するときの動作期間内に上記特定のタイミングを含ませるときの駆動制御や、上記
特定のタイミングを含ませないときの駆動制御が簡易なものとなり、ひいては各種状況に
合わせた上記可動片の駆動制御を迅速に行うことができるようになる。
【０１２０】
　また、上記構成では、第１の始動口及び第２の始動口のうちの上記第１の始動口に遊技
球が入球されたことに応じて上記始動当たりが当選されたときは、上記可動片の駆動制御
に際し、上記第１の動作態様と上記第２の動作態様とのいずれかを選択し、該選択した動
作態様をもって上記可動片の駆動制御を行うようにした。このため、第１の始動口に遊技
球が入球されたことに応じて上記始動当たりが当選されたときも、上記特定領域に遊技球
が入球されることを期待することができるようになる。
【０１２１】
　（技術的思想４）
　前記駆動制御手段は、前記第１の始動口及び前記第２の始動口のうちの前記第１の始動
口に遊技球が入球されたことに応じて前記始動当たりが当選されたとき、前記第１の動作
態様よりも前記第２の動作態様を高い確率をもって選択するものである
　技術的思想３に記載の遊技機。
【０１２２】
　ただし、上記技術的思想３に記載の遊技機において、特典付与の際に遊技者に多量の賞
球を払い出されるように上記出玉率を設定する上では、技術的思想４に記載の遊技機によ
るように、上記駆動制御手段は、上記第１の始動口及び上記第２の始動口のうちの上記第
１の始動口に遊技球が入球されたことに応じて上記始動当たりが当選されたとき、上記第
１の動作態様よりも上記第２の動作態様を高い確率をもって選択するようにすることがよ
り望ましい。
【０１２３】
　なお、上記技術的思想１～４のいずれか１つに記載の遊技機は、以下の構成１～３のい
ずれか１つを適宜に組み合わせたものであってもよい。なお、以下の構成１～３は、上記
実施形態及び別例から把握できるものであり、単独でも成立するものである。
【０１２４】
　[構成１]
　遊技球が打ち込まれる遊技領域を有する遊技盤と、
　可動片を有し、該可動片が動作したときにのみ内部領域への遊技球の進入が可能となる
機械抽選装置と、
　前記遊技領域に打ち込まれた遊技球を受け入れ可能な始動口と、
　前記始動口に遊技球が入球されたとき、前記可動片の動作契機となる始動当たりについ
ての抽選処理を行う始動抽選手段と、
　前記始動抽選手段により前記始動当たりが当選されたとき、前記機械抽選装置の内部領
域への遊技球の進入が可能となるように前記可動片の駆動制御を行う駆動制御手段と、を
備え、
　前記機械抽選装置の内部領域には、該内部領域に進入した遊技球を一般領域と特定領域
とのいずれかに振り分ける抽選機構が設けられてなり、該抽選機構により前記特定領域に
遊技球が振り分けられたとき、遊技者に特典が付与される遊技機において、
　前記始動口への遊技球の入球確率が高くなるように動作可能な可動部材と、
　前記遊技領域に打ち込まれた遊技球に対して常に開放された通過口を有するゲート手段
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と、
　前記ゲート手段を遊技球が通過したとき、前記可動部材の動作契機となるゲート当たり
についての抽選処理を行うゲート抽選手段と、
　を備え、
　前記始動口は、
　前記遊技領域に打ち込まれた遊技球を、前記可動部材の動作にかかわらず常に受け入れ
可能な高始動率始動口、及び
　前記遊技領域に打ち込まれた遊技球を、前記ゲート当たりに応じた前記可動部材の動作
があったときにのみ受け入れ可能な低始動率始動口、
　を有して構成されるものであり、
　前記駆動制御手段は、
　前記高始動率始動口に遊技球が入球されたことに応じて前記始動当たりが当選されたと
きに前記機械抽選装置の内部領域への遊技球の進入が可能となる第１の開放時間の期待値
が所定時間未満となるように前記可動片の駆動制御を行う第１の駆動制御手段、及び
　前記低始動率始動口に遊技球が入球されたことに応じて前記始動当たりが当選されたと
きに前記機械抽選装置の内部領域への遊技球の進入が可能となる第２の開放時間の期待値
が前記所定時間以上となるように前記可動片の駆動制御を行う第２の駆動制御手段、
　を有するものであり、
　前記抽選機構は、
　前記可動片の駆動制御があったときから前記所定時間が経過したにもかかわらず前記一
般領域と前記特定領域とのいずれにも未だ振り分けられていない遊技球があるときは、該
遊技球を前記特定領域に必ず振り分けるようにした
　ことを特徴とする遊技機。
【０１２５】
　このような構成では、低始動率始動口に遊技球が入球したことに応じて上記始動当たり
が当選されたときは、上記第２の駆動制御手段による上記可動片の駆動制御態様と上記抽
選機構による遊技球の振分態様とが相まって、上記機械抽選装置の内部領域に入球した遊
技球は極めて高い確率で上記特定領域に受け入れられるようになる。すなわち、このよう
な極めて高い確率（当たり確率）で上記特定領域に遊技球が受け入れられる抽選処理（抽
選機構による振分け）を、高始動率始動口に遊技球が入球したことに応じて上記始動当た
りが当選されたときに行われる抽選処理（抽選機構による振分け）とは別の当たり確率を
もった抽選処理として行うようにしたことで、遊技の興趣の低下が好適に抑制されるよう
になる。
【０１２６】
　しかも、上記構成では、上記機械抽選装置の内部領域への遊技球の進入が可能となるよ
うに上記可動片の駆動制御が実行される回数を、上記低始動率始動口でなく、上記可動部
材の動作にかかわらず常に受け入れ可能な高始動率始動口によって稼ぐようにしている。
すなわち、高始動率始動口に遊技球が入球されたときは、上記第１の駆動制御手段による
上記可動片の駆動制御態様と上記抽選機構による遊技球の振分態様とが相まって、上記第
２の駆動制御手段による場合よりも低い確率で上記特定領域に遊技球が受け入れられる抽
選処理（抽選機構による振分け）が行われることとなる。したがって、低始動率始動口に
遊技球が入球したことに応じて上記始動当たりが当選されたときの期待度を上述の如く高
く設定しつつも、特典付与の際には遊技者に多量の賞球を払い出すことができるようにな
る。また併せて、上記機械抽選装置の内部領域への遊技球の進入が可能となるための上記
可動片の駆動制御頻度（抽選機構による振分けの頻度）も上記高始動率始動口によって好
適に維持することができるようになり、ひいては遊技の興趣の低下が抑制されるようにな
る。
【０１２７】
　[構成２]
　遊技球が打ち込まれる遊技領域を有する遊技盤と、
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　可動片を有し、該可動片が動作したときにのみ内部領域への遊技球の進入が可能となる
機械抽選装置と、
　前記遊技領域に打ち込まれた遊技球を受け入れ可能な始動口と、
　前記始動口に遊技球が入球されたとき、前記可動片の動作契機となる始動当たりについ
ての抽選処理を行う始動抽選手段と、
　前記始動抽選手段により前記始動当たりが当選されたとき、前記機械抽選装置の内部領
域への遊技球の進入が可能となるように前記可動片の駆動制御を行う駆動制御手段と、を
備え、
　前記機械抽選装置の内部領域には、該内部領域に進入した遊技球を一般領域と特定領域
とのいずれかに振り分ける抽選機構が設けられてなり、該抽選機構により前記特定領域に
遊技球が振り分けられたとき、遊技者に特典が付与される遊技機において、
　前記始動口への遊技球の入球確率が高くなるように動作可能な可動部材と、
　前記遊技領域に打ち込まれた遊技球に対して常に開放された通過口を有するゲート手段
と、
　前記ゲート手段を遊技球が通過したとき、前記可動部材の動作契機となるゲート当たり
についての抽選処理を行うゲート抽選手段と、
　前記遊技領域に打ち込まれた遊技球の流下方向に変化を与える規制手段と、
　を備え、
　前記遊技領域は、遊技球を打ち分け可能な右遊技領域と左遊技領域とを有するものであ
り、
　前記始動口は、
　前記左遊技領域に打ち分けられた遊技球を、前記ゲート当たりに応じた前記可動部材の
動作にかかわらず常に受け入れ可能な高始動率始動口、
　前記右遊技領域に打ち分けられた遊技球を、前記ゲート当たりに応じた前記可動部材の
動作があったときにのみ受け入れ可能な低始動率始動口、
　を有して構成されるものであり、
　前記駆動制御手段は、
　前記高始動率始動口に遊技球が入球されたことに応じて前記始動当たりが当選されたと
きに前記機械抽選装置の内部領域への遊技球の進入が可能となる第１の開放時間の期待値
が所定時間未満となるように前記可動片の駆動制御を行う第１の駆動制御手段、及び
　前記低始動率始動口に遊技球が入球されたことに応じて前記始動当たりが当選されたと
きに前記機械抽選装置の内部領域への遊技球の進入が可能となる第２の開放時間の期待値
が前記所定時間以上となるように前記可動片の駆動制御を行う第２の駆動制御手段、
　を有するものであり、
　前記抽選機構は、
　前記可動片の駆動制御があったときから予め定められた一定の動作を開始する定動作装
置、及び
　前記機械抽選装置の内部領域に進入した遊技球を前記定動作装置へと流下させる内部流
下経路、
　を有し、前記定動作装置が、
　前記内部流下経路に対して前記一般領域へと通じる流下経路が接続される動作であって
前記可動片の駆動制御があったときから前記所定時間が経過するまでの期間中に行われる
前半動作と、
　前記内部流下経路に対して前記特定領域へと通じる流下経路が接続される動作であって
前記可動片の駆動制御があったときから前記所定時間が経過した後の期間中に行われる後
半動作と、
　を前記可動片の駆動制御があったときから予め定められた一定の動作として順次開始す
ることで、前記内部領域に進入した遊技球を前記一般領域と前記特定領域とのいずれかに
振り分けるものであり、
　前記規制手段は、
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　前記左遊技領域に打ち分けられた遊技球の流下方向を変化させてそれら遊技球を前記高
始動率始動口へと通じる流下経路と、前記ゲート手段へと通じる流下経路とのいずれかに
振り分けるようにした
　ことを特徴とする遊技機。
【０１２８】
　このような構成では、左遊技領域に打ち分けられた遊技球を、上記ゲート当たりに応じ
た上記可動部材の動作にかかわらず常に受け入れ可能な高始動率始動口と、右遊技領域に
打ち分けられた遊技球を、上記ゲート当たりに応じた上記可動部材の動作があったときに
のみ受け入れ可能な低始動率始動口とを有するようにしたことで、遊技者は、
・左遊技領域に打ち分けられた遊技球を上記高始動率始動口に入球させた後、機械抽選装
置の内部領域に別の遊技球を進入させ、さらに該進入した遊技球を特定領域に入球させる
ルート（高始動率始動口側からの当たりルート）。
・左遊技領域に打ち分けられた遊技球がゲート手段を通過した後、右遊技領域に打ち分け
られた遊技球を低始動率始動口に入球させ、その後、機械抽選装置の内部領域に別の遊技
球を進入させ、さらに該進入した遊技球を特定領域に入球させるルート（ゲート手段側か
らの当たりルート）。
といった、２つのルートを通じて遊技者に有利な特典の付与を期待することができるよう
になる。
【０１２９】
　また、上記駆動制御手段は、高始動率始動口側からの当たりルートにて上記可動片の駆
動制御を行うときは、上記機械抽選装置の内部領域への遊技球の進入が可能となる第１の
開放時間の期待値が所定時間未満となるようにするとともに（第１の駆動制御手段）、ゲ
ート手段側からの当たりルートにて上記可動片の駆動制御を行うときは、上記機械抽選装
置の内部領域への遊技球の進入が可能となる第２の開放時間の期待値が上記所定時間以上
となるようにした（第２の駆動制御手段）。またさらに、上記抽選機構は、このような可
動片の駆動制御態様を利用して、上記内部領域に進入した遊技球のうち、高始動率始動口
側からの当たりルートにて進入した遊技球についてはその多くを上記一般領域に振り分け
る一方で、ゲート手段側からの当たりルートにて進入した遊技球についてはその多くを上
記特定領域に振り分けるようにした（定動作装置による前半動作、後半動作）。すなわち
この場合、定動作装置が予め定められた動作スケジュール（前半動作、後半動作）に沿っ
て動作するだけのものでありながらも、高始動率始動口側からの当たりルートと、ゲート
手段側からの当たりルートとで、上記機械抽選装置の内部領域に遊技球が進入したときに
期待できる当たり確率（特定領域に遊技球が受け入れられる確率）を大きく異ならしめる
ことができるようになる。
【０１３０】
　そしてこの上で、上記規制手段が、左遊技領域に打ち分けられた遊技球の流下方向を変
化させて、上述のように全く異なる遊技性を有する高始動率始動口側からの当たりルート
と、ゲート手段側からの当たりルートとのいずれかに振り分けて遊技者に遊技を行わせる
ようにしたため、遊技者に飽きが生じ難くなり、ひいては遊技の興趣の低下が抑制される
ようになる。
【０１３１】
　[構成３]
　６０秒間にＮ個の遊技球が順次打ち込まれる遊技領域を有する遊技盤と、
　可動片を有し、該可動片が動作したときにのみ内部領域への遊技球の進入が可能となる
機械抽選装置と、
　前記遊技領域に設けられる可動部材と、
　前記遊技領域に打ち込まれた遊技球に対して常に開放された通過口を有するゲート手段
と、
　前記ゲート手段を遊技球が通過したとき、前記可動部材の動作契機となるゲート当たり
についての抽選処理を行うゲート抽選手段と、
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　前記遊技領域に打ち込まれた遊技球に対して常に開放された受入口を有する第１の始動
口と、
　前記遊技領域に打ち込まれた遊技球を、前記ゲート当たりに応じた前記可動部材の動作
があったときにのみ受け入れ可能な第２の始動口と、
　前記第１の始動口及び前記第２の始動口のいずれかに遊技球が入球されたとき、前記可
動片の動作契機となる始動当たりについての抽選処理を行う始動抽選手段と、
　前記始動抽選手段により前記始動当たりが当選されたとき、前記機械抽選装置の内部領
域への遊技球の進入が可能となるように前記可動片の駆動制御を行う駆動制御手段と、
　前記機械抽選装置の内部領域にて、該内部領域に進入した遊技球を一般領域と特定領域
とのいずれかに振り分ける振分装置と、
　前記振分装置により前記特定領域に遊技球が振り分けられたとき、遊技者に特典を付与
する特典付与手段と、を備え、
　前記駆動制御手段は、
　前記第１の始動口に遊技球が入球されたことに応じて前記始動当たりが当選されたとき
に前記機械抽選装置の内部領域への遊技球の進入が可能となる第１の開放時間の期待値が
「（６０／Ｎ）×２」秒未満となるように前記可動片の駆動制御を行う第１の駆動制御手
段、及び
　前記第２の始動口に遊技球が入球されたことに応じて前記始動当たりが当選されたとき
に前記機械抽選装置の内部領域への遊技球の進入が可能となる第２の開放時間の期待値が
「（６０／Ｎ）×２」秒以上となるように前記可動片の駆動制御を行う第２の駆動制御手
段、
　を有するものであり、
　前記振分装置は、
　前記可動片の一動作期間内に前記機械抽選装置の内部領域に２個以上の遊技球が進入し
たときは、それら遊技球のうちの少なくとも１つを前記特定領域に必ず振り分けるように
した
　ことを特徴とする遊技機。
【０１３２】
　このような構成では、上記ゲート当たりに応じた上記可動部材の動作にかかわらず遊技
球を常に受け入れ可能な第１の始動口と、上記ゲート当たりに応じた上記可動部材の動作
があったときにのみ遊技球を受け入れ可能な第２の始動口とを有するようにしたことで、
遊技者は、
・遊技球を上記第１の始動口に入球させた後、機械抽選装置の内部領域に別の遊技球を進
入させ、さらに該進入した遊技球を特定領域に入球させるルート（第１の始動口側からの
当たりルート）。
・遊技球がゲート手段を通過した後、別の遊技球を第２の始動口に入球させ、その後、機
械抽選装置の内部領域にさらに別の遊技球を進入させ、該進入した遊技球を特定領域に入
球させるルート（ゲート手段側からの当たりルート）。
といった、２つのルートを通じて遊技者に有利な特典の付与を期待することができるよう
になる。
【０１３３】
　そしてこの上で、上記駆動制御手段は、第１の始動口側からの当たりルートにて上記可
動片の駆動制御を行うときは、上記機械抽選装置の内部領域に計算上２個の遊技球が入球
されない時間だけ上記可動片の駆動制御を行うとともに（第１の駆動制御手段）、ゲート
手段側からの当たりルートにて上記可動片の駆動制御を行うときは、上記機械抽選装置の
内部領域に計算上２個の遊技球が入球される時間だけ上記可動片の駆動制御を行うように
した（第２の駆動制御手段）。これに対し、上記振分装置は、上記可動片の一動作期間内
に上記機械抽選装置の内部領域に２個以上の遊技球が進入したときは、それら遊技球のう
ちの少なくとも１つを上記特定領域に必ず振り分けるようにしたため、ゲート手段側から
の当たりルートにて上記可動片の駆動制御が行われるときの特典付与への期待度が極めて
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高くなり、ひいては遊技の興趣の低下が抑制されるようになる。すなわちこの場合、可動
片の一動作期間中に上記機械抽選装置の内部領域に最初に進入した遊技球と、その次に進
入した遊技球とでは、上記特定領域に受け入れられる確率が大幅に異なるようになる。
【０１３４】
　しかも、上記構成では、上記第２の始動口については、ゲート当たりに応じた上記可動
部材の動作があったときにのみ受け入れ可能な構造を採用することで、その始動率（遊技
球の入球率）を低く設定するようにしている。すなわち、上記機械抽選装置の内部領域へ
の遊技球の進入が可能となるように上記可動片の駆動制御が実行される回数を、上記第２
の始動口でなく、上記可動部材の動作にかかわらず常に受け入れ可能な第１の始動口によ
って稼ぐようにしている。すなわち上述の通り、第１の始動口に遊技球が入球されたとき
は、上記機械抽選装置の内部領域に計算上２個の遊技球が入球されない時間だけ上記可動
片の駆動制御が行われることから、上記第２の始動口に遊技球が入球されたときよりも極
めて低い確率で上記特定領域に遊技球が受け入れられる抽選処理（振分装置による振り分
け）が行われることとなる。したがって、第２の始動口に遊技球が入球したことに応じて
上記始動当たりが当選されたときの期待度を上述の如く高く設定しつつも、特典付与の際
には遊技者に多量の賞球を払い出されるように上記出玉率を設定することができるように
なる。また併せて、上記機械抽選装置の内部領域への遊技球の進入が可能となるための上
記可動片の駆動制御頻度（振分装置による振り分けの頻度）も上記第１の始動口によって
好適に維持することができるようになり、ひいては遊技の興趣の低下が抑制されるように
なる。
【０１３５】
　また、上記振分装置としては、可動片の一動作期間内に上記機械抽選装置の内部領域に
２個以上の遊技球が進入したときに、それらの少なくとも１つを上記特定領域に振り分け
る動作スケジュールに沿って動作するものであればよく、上記内部領域に遊技球が入球す
る都度、その振り分け態様を異ならしめる必要がない。
【図面の簡単な説明】
【０１３６】
【図１】パチンコ機の外枠の一側に本体枠が開かれその本体枠の一側に前面枠が開かれた
状態を示す斜視図である。
【図２】パチンコ機の前側全体を示す正面図である。
【図３】遊技領域を示す拡大正面図である。
【図４】パチンコ機の本体枠と遊技盤とを分離して斜め右上前方から示す斜視図である。
【図５】パチンコ機の後側全体を示す背面図である。
【図６】パチンコ機の後側全体を右上後方から示す斜視図である。
【図７】図６に示すパチンコ機の斜視図から後ろカバー及び各種制御基板等を取り外した
状態を示す斜視図である。
【図８】パチンコ機の本体枠に各種部材が組み付けられた状態を斜め右上後方から示す斜
視図である。
【図９】本体枠単体を斜め右上後方から示す斜視図である。
【図１０】各種の制御基板ボックスが装着された遊技盤を右下後方から示す斜視図である
。
【図１１】回転式振分装置を示す正面図である。
【図１２】可動片の開閉機構を示す説明図である。
【図１３】開閉部材の駆動機構の各構成を分離した状態を左上後方から示す分解斜視図で
ある。
【図１４】複合転動振分装置を示す平面図である。
【図１５】回転式振分装置の動作態様を示す図面である。
【符号の説明】
【０１３７】
１　パチンコ機
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２　外枠
３　本体枠
４　前面枠
５　遊技盤
５ａ　遊技板
６　下受板
７　ヒンジ機構
１１　前枠体
１２　遊技盤装着枠
１３　機構装着体
１４　外枠側ヒンジ具
１５　本体枠側ヒンジ具
１６　スピーカボックス部
１７　スピーカ装着板
１８　スピーカ
１９　発射レール
２１　複合転動振分装置
２２　第一転動領域
２３　第二転動領域
２４　特定出口
２５　普通出口
３０　下部前面板
３１　下皿
３２　操作ハンドル
３３　灰皿
３４　球排出レバー
３６　ヒンジ機構
３７　遊技領域
３８　開口窓
３９　窓枠
４０　仕切板
４１　外周壁
４２　ステージ左余地
４３　右キャノピー
４４　ワープ出口
４５　進入路
５０　透明板
５１　上皿
５２　サイド装飾装置
５３　音響電飾装置
５４　サイド装飾体
５５　レンズ
５６　透明カバー体
５７　スピーカ
５８　スピーカカバー
６３　ワープ流入口
７０　施錠装置
７１　閉止具
７２　本体枠施錠フック
７３　閉止具



(32) JP 5077654 B2 2012.11.21

10

20

30

40

50

７４　扉施錠フック
７５　シリンダー錠
７６　外レール
７７　内レール
７８　案内レール
７９　前構成部材
８１　普通電動役物
８２　第２の特別図柄始動口
８３　下部側大入賞口
８４　ＬＥＤ
８５　ＬＥＤ
８６　ＬＥＤ
８７　ＬＥＤ
８８　ＬＥＤ
９０　球アウト口
９１　センター役物
９３　第１の特別図柄始動口
９６　普通図柄始動口
９８　アタッカ装置
９９　開閉部材
１１５　演出表示装置
１１７　制御基板ボックス
１１８　ボックス装着台
１２４　開口部
１３０　制御基板ボックス
１３２　制御基板ボックス
１３３　タンク装着部
１３４　レール装着部
１３５　払出装置装着部
１３６　球タンク
１３７　底板部
１３８　放出口
１３９　レール構成部材
１４１　大入賞口
１４２　可動片
１４３　上蓋
１４４　受止部
１４５　中枠
１４７　遊技球検出手段
１４８　ソレノイド支持部
１５０　タンクレール
１５１　前壁部
１５２　後壁部
１５５　レール棚
１５６　整流体
１５７　軸
１５８　レール受け部
１６１　ソレノイド
１６２　プランジャー
１６３　リンクアーム
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１６４　リンク軸
１７０　球払出装置
１７２　払出モータ
１７３　開口部
１９２　発射モータ
１９３　取付基板
１９４　発射装置
１９５　電源基板
１９６　電源基板ボックス
１９８　制御基板ボックス
２１０　カバー
２１０　後カバー体
２１１　カバーヒンジ機構
２１２　後壁部
２１３　周壁部
２１３ａ　壁部
２１３ｂ　壁部
２１３ｃ　上側壁部
２３０　放熱孔
２３１　放熱孔
２３２　放熱孔
２３３　放熱孔
２３５　封印部
２３７　コード保持体
２３８　分電基板
２３９　基板コネクタ
２５２　インターフェース基板
２５３　下皿用球誘導体
２５４　基板ボックス
３４０　内部流下経路
３４３　特定領域へと通じる流下経路
３４４　普通領域へと通じる流下経路
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